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 災害対策基本法の概要（関係者の役割の観点から整理したもの） 
 

  

 

国  

 

都道府県  

 

市町村   

１ 

 総則 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

〇所掌事務について、地方公 

 共団体に対する勧告、指導、 

 助言等（地方自治法245条 

 等） 

  
 〇国土並びに国民の生命、身 

 体及び財産の保護のため、基 

 本計画の実施、地方公共団体 

 等の事務の調整（３条） 

  

  

  

〇市町村を包括する広域の地方公共団 

 体として、広域にわたるもの、統一的 

 な処理を必要とするもの、市町村に関 

 する連絡調整に関するもの、一般の市 

 町村が処理することが不適当であると 

 認められる程度の規模のものを処理。 

（地方自治法２条６項） 

  
 〇都道府県の地域並びに県民の生命、 

 身体及び財産の保護のため、地域防災 

 計画の実施、市町村の事務の総合調整 

（４条） 

〇基礎的地方公共団体として、 以下を 

 処理。（地方自治法２条３項、４項） 

 

・ 地方公共の秩序を維持し、住民及び 

  滞在者の安全、健康及び福祉を保持 

  すること。   

・ 防犯、防災、罹災者の救護、交通安 

  全の保持等を行うこと 。 

 

 〇基礎的地方公共団体として、市町村 

 の地域並びに市町村の住民の生命、身 

体及び財産の保護のため、地域防災計 

画の実施（５条） 

２ 

 防災に関 
 する組織 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

〇中央防災会議（11条等） 
 会長：内閣総理大臣 
 委員：国務大臣、学識経 

験者のうちから任命  

 
〇特定災害対策本部（23条 

の３） 

 （非常災害に至らない場合） 
 本部長：国務大臣 

 
 〇非常災害対策本部（24条 

等） 
 （災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合） 
 本部長：内閣総理大臣 
 
 （事務） 
・ 指定行政機関の長、地方公 

   共団体の長等が実施する災 

   害応急対策の総合調整 

  
 本部長は指定地方行政機関の 

 長、地方公共団体の長等に対 

 し必要な指示非常災害現地対 

 策本部の設置 
 
 〇緊急災害対策本部（28条 

 の２等） 

 （著しく異常かつ激甚な非常 

 災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合） 

 本部長：内閣総理大臣 
 
 （事務） 

・ 指定行政機関の長、地方公 

  共団体の長等が実施する災 

  害応急対策の総合調整 
 
 本部長は指定行政機関の長、 

 地方公共団体の長等に対し必 

 要な指示 

〇都道府県防災会議（14条等） 
 会長：知事 

 委員：指定地方行政機関の長、陸上自 

     衛隊の方面総監、県警本部長、消 

     防機関の長等  

  
 〇災害対策本部（23条） 

 （災害が発生し、又は発生するおそれ 

 がある場合） 
 本部長：知事 
 
 （事務） 
 ・災害予防、災害応急対策の実施 

  
 本部長は県警察等に対し必要な指示 

 現地災害対策本部の設置 

 指定行政機関の長等に対する職員の派 

 遣要請（29条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇市町村防災会議（16条） 

 会長、委員等は条例で定める。 

 

 〇災害対策本部（23条の２） 

 （災害が発生し、又は発生するおそれ 

 がある場合） 

 本部長：市町村長 

 

 （事務） 

 ・災害予防、災害応急対策の実施 
 
 本部長は市町村教育委員会に対し必要 

 な指示 

 指定地方行政機関の長に対する職員の 

 派遣要請（29条） 
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３ 

 防災計画 

  
 

  

  

  

〇防災基本計画（24条等） 
 中央防災会議が作成 
 
・ 防災に関する総合的かつ長 

   期的な計画 
・ 防災業務計画、地域防災計 

  画で重点を置くべき事項 
 〇防災業務計画（36条等） 

 指定行政機関の長等が作成 

〇都道府県防災計画（40条等） 

 都道府県防災会議が作成 
 
・ 都道府県、区域内の市町村等が処理 

  すべき事務・業務の大綱 
・ 地域に係る災害予防、災害応急対

策、災害復旧に関する事項別の計画 

 
 
 
 
 

〇市町村防災計画（42条等） 

 市町村防災会議が作成 
 
・ 市町村等が処理すべき事務・業務の 

  大綱 

・ 地域に係る災害予防、災害応急対 

  策、災害復旧に関する事項別の計画 

 
 

 

４ 
 災害予防 

 

 〇法令等に基づく災害予防の 

 実施（46条） 

 

 〇法令等に基づく災害予防の実施 

（46条） 

 

 〇法令等に基づく災害予防の実施 

（46条） 

 

 ５ 
 災害応急 
 対策 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 〇法令等に基づく応急措置の 

 実施（77条１項） 
 

 〇知事、市町村長等に対する 

 応急措置実施の指示 
 （77条２項） 

  
 〇物資の生産・販売・輸送業 

 者等に対する物資の管命令及 

 び収用（78条） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 〇避難の指示等の代行（60条） 
 

 〇法令等に基づく応急措置の実施 

（70条） 
 

 〇保健衛生、緊急輸送の確保等に関す 

 る命令 
 

・ 医療、土木関係者又は輸送関係者に 

  対する救助業務への従事命令 
・ 近隣者に対する救助業務への協力命 

  令 
・ 物資の生産・販売・輸送業者等に対 

  する物資の保管命令及び収用 

  
 〇市町村長に対する応急措置実施の指 

 示（72条） 

  
 〇公安委員会による交通の禁止 
 ・制限（76条） 

  

  
 

  

  

 

 〇発見者の市町村長等への通報 

（54条） 

 

 〇住民への警報の伝達・警告 

（56条） 

 

 〇消防機関への出動命令、警察官等へ 

 の出動要請（58条） 

 

 〇災害拡大防止のための設備・物件の 

 除去等の指示（59条） 

 

 〇避難の指示等（60条） 

 

〇広域避難の協議等（61条の４～８） 

 

 〇法令等に基づく消防、水防、救助等 

 の応急措置の実施（62条） 

 

 〇警戒区域の設定（立入制限・禁止、 

 退去命令）、警察官による代行、自衛 

 官による代行（63条） 

 

 〇土地、建物、工作物の一時使用等 

（64条） 
 
 〇知事等に対する応援要求（68条） 
 
 〇知事に対する自衛隊の災害派遣の要 

 請の要求（68条の２） 

 

 ６ 
 災害復旧 

 

 〇法令等に基づく災害復旧の 

 実施（87条） 

 

 〇法令等に基づく災害復旧の実施 

（87条） 

 

 〇法令等に基づく災害復旧の実施 

（87条） 

 

 ７ 
 災害緊急 
 措置 

  

  

  

  

  

 

 〇実施責任者負担（91条） 

  
 〇法令に基づく費用負担 
 （94条） 

  
 〇28条第２項、28条の６ 

 第２項により地方公共団体が 

 実施した経費の負担 

（95条） 

 

 〇実施責任者負担（91条） 
 

 〇72条により市町村が実施した経費 

 の負担（93条） 

 地方公共団体が実施した経費の負担 

（95条） 

 
 
 
 

 

 〇実施責任者負担（91条） 
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 ８ 
 災害緊急 
 事態 

  

  

  
 

  

  
 

  

  

  

  

  
 

  

 

 〇災害緊急事態の布告（閣  

 議）（105条） 

 （災害が国の経済及び公共の 

 福祉に重大な影響を及ぼすべ 

 き異常かつ激甚なものである 

 場合） 
 
 〇緊急災害対策本部の設置 

（107条） 
 
 〇緊急措置に係る政令 

(109条） 

 （国会閉会中又は衆議院解散 

 中であり、臨時会招集・参議 

 院の緊急集会のいとまがない 

 場合） 

・ 生活必需物資の配給等、物 

  の価格の最高額の決定、金 

  銭債務の支払いの延期 
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資料１－２ 

 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の特別措置法の概要 

 

 

 

         意見聴取（法第３条第４項）      諮問（法第３条第３項） 

 

指定（法第３条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大臣 

関係都道府県 中央防災会議 

○津波からの避難等、地震防災対策に関する各種計画を作成し、その実施を推進 

【基本計画】法第４条 

● 国の南海トラフ地震にかかる地

震防災対策の基本方針 

● 推進計画・対策計画の基本とな

る事項 

             等 

【推進計画】法第５条 

● 津波からの防護及び円滑な避難

に関する事項 

● 避難場所・避難経路等緊急に整

備すべき施設の整備に関する事項 

             等 

【対策計画】法第７、８条 

● 津波からの円滑な避難の確保に

関する事項 

 

 

             等 

中央防災会議 【民間事業者】 

（津波浸水想定地域） 

病院、劇場、百貨店、旅館、鉄道事

業等を管理・運営する者 

・各府省庁、日銀、日赤、ＮＨＫ等 

・各府省庁の地方支分部局 

・関係都府県、市町村  等 

策定 実施 実施 実施 策定 策定 

○ 国及び地方公共団体は、南海トラフ地震に関し、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を推進（法第20条） 

○ 国は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のために必要な財政・金融上の配慮（法第21条） 

○ 国は、観測・測量施設等の整備を推進（法第19条） 

南海トラフ地震防災対策推進地域 

○地震防災対策を推進する必要がある地域を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定 
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資料１－３ 

 

姫 路 市 防 災 会 議 条 例 

 

 昭和38年12月26日 

 条例第40号 

 

                                改正 昭和43年４月１日条例第６号 

                                改正 昭和49年７月１日条例第33号 

                             改正 平成12年３月29日条例第40号 

                             改正 平成17年12月20日条例第99号 

                             改正 平成25年 3月27日条例第９号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基

づき姫路市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的

とする。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 姫路市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3)  前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4)  市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、市及び

関係各機関との連絡調整を図ること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は会長及び委員６０人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 指定地方行政機関の職員 

(2) 兵庫県の知事の部内の職員 

(3) 兵庫県警察の警察官 

(4) 市長の部内の職員 

(5) 教育長 

(6) 消防長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

(9) 市長が特に必要と認める機関又は団体の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者 

６ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。 
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７ 委員は再任されることができる。 

 （専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職

員、関係指定地方公共機関の職員、学識経験のある者及びその他市長が特に必要と認める者

のうちから市長が委嘱又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

（幹事） 

第５条 防災会議に、幹事６０人以内を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関又は団体の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 （議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和４３年４月１日条例第６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和４９年７月１日条例第３３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１２年３月２９日条例第４０号） 

 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年１２月２０日条例第９９号） 

 この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２７日条例第９号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１－４ 

姫 路 市 防 災 会 議 運 営 規 程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、姫路市防災会議条例（昭和３８年姫路市条例第４０号）第６条の規定に

基づき、姫路市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他防災会議の運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （会議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 防災会議は、防災に関し、会長が必要と認めるときに開くものとする。 

３ 会長は、必要があると認める場合には、書面により防災会議を開催することができる。 

 （議事の特例） 

第３条 防災会議の議事で、一部特定の機関にのみ関係のある事項については、会長が関係委

員と協議して措置することができる。 

２ 会長は、前項の規定により措置した事項については、次の防災会議のその旨を報告するも

のとする。 

 （専決処分） 

第４条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、急を要する場合は、次の各号に掲げる事

項について専決処分することができる。 

 (1) 災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。 

 (2) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

 (3) その他軽易な事項 

２ 会長は、前項の規定により、専決処分した事項については次の防災会議に報告するものと

する。 

 （幹事会） 

第５条 防災会議の幹事会を組織する。 

２ 幹事会は、あらかじめ会長が指名する幹事が招集する。 

３ 幹事会は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する事務を行う。 

 （常任幹事） 

第６条 幹事会に、常任幹事若干名を置く。 

２ 常任幹事は会長が指名する。 

３ 常任幹事は、幹事会において委任された事項を処理する。 

 （準用規定） 

第７条 幹事会の会議については、第２条第２項の規定を準用する。 

 （雑則） 

第８条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。 

   附 則 

この規程は昭和３９年４月１日から施行する。 

   附 則 
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この規程は令和２年６月１７日から施行する。 

   附 則 

この規程は令和３年８月１３日から施行する。 
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資料１－５

清 元 秀 泰 ○　条例第５条第２項
　　（幹事は、委員の属する機関叉は団体の役員のうちから市長が委嘱叉は任命する。）

○　条例第３条第５項第１号（指定地方行政機関の職員）
近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富 本 和 也 近畿地方整備局姫路河川国道事務所防災課長 徳 地 克 彦
神戸地方気象台長 森 永 裕 幸 神戸地方気象台防災管理官 竹 田 進
第五管区海上保安本部姫路海上保安部長 佃 長 門 第五管区海上保安本部姫路海上保安部警備救難課長 山 口 正 樹
○　条例第３条第５項第２号（兵庫県の知事の部内の職員）
兵庫県中播磨県民センター長 井 野 健 三 郎 兵庫県中播磨県民センター副センター長 西 谷 美 貴

兵庫県中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所長 中 岸 明 彦
兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所長 太 田 宜 伸
兵庫県中播磨県民センター姫路港管理事務所長 三 宅 広 昭

兵庫県企業庁利水事務所長 古 川 雅 一
兵庫県立はりま姫路総合医療センター院長 木 下 芳 一 兵庫県立はりま姫路総合医療センター総務部長 三 田 洋 文
○　条例第３条第５項第３号（兵庫県警察の警察官）
兵庫県姫路警察署長 岡 本 修 兵庫県姫路警察署警備課長 網 屋 誠
兵庫県飾磨警察署長 堀 井 昭 彦 兵庫県飾磨警察署警備課長 溝 垣 勝 也
兵庫県網干警察署長 吉 野 雅 俊 兵庫県網干警察署警備課長 原 田 将 幸

姫路市副市長兼防災審議監 山 田 基 靖 姫路市政策局危機管理室長 折 口 博 行
姫路市副市長 井 上 泰 利 姫路市政策局市長室長 山 下 孝
姫路市副市長 岡 本 裕 姫路市総務局総務部長 高 橋 義 彦
姫路市医監 牛 尾 光 宏 姫路市財政局財務部長 田 中 利 彦
姫路市危機管理担当理事 村 田 泉 姫路市市民局市民参画部長 木 村 規 彦
姫路市会計管理者 平 田 朋 子 姫路市農林水産環境局美化部長 土 井 強
姫路市市民局男女共同参画推進センター館長 栁 田 由 美 子 姫路市健康福祉局福祉総務部長 石 原 智 弘
姫路市健康福祉局保健所副所長 井 上 眞 由 美 姫路市こども未来局こども育成部長 圓 尾 俊 雄
姫路市健康福祉局参事 堀 田 昌 子 姫路市観光経済局観光コンベンション室長 森 下 誠 司
姫路市健康福祉局こどもの未来健康支援センター所長 原 直 子 姫路市都市局まちづくり部長 松 浦 正 宗
姫路市こども未来局子育て支援室長 遠 周 弥 生 姫路市建設局道路管理部長 古 田 泰 弘
姫路市教育委員会教育総務部長 濱 田 裕 子 姫路市上下水道局経営管理部長 八 杉 成 信
姫路市教育委員会学校教育部育成支援課長 南 原 け い 子
姫路市健康福祉局長寿社会支援部高齢者支援課長 松 本 理 恵
姫路市市民参画部市民活動推進課長 門 口 知 世
○　条例第３条第５項第５号（教育長）
姫路市教育長 久 保 田 智 子 姫路市教育委員会生涯学習部長 砂 山 雅 昭
○　条例第３条第５項第６号（消防長及び消防団長）
姫路市消防局長 改 發 久 樹 姫路市消防局次長 中 村 哲 也
姫路市姫路東消防団長 坂 本 信 嘉 姫路市姫路西消防団長 古 橋 建 夫

姫路市飾磨消防団長 北 村 宗 弘
姫路市網干消防団長 小 西 泰 博
姫路市家島町消防団長 宗 實 稔
姫路市夢前町消防団長 本 郷 貴 之
姫路市香寺町消防団長 久 斗 譲 二
姫路市安富町消防団長 本 長 直 樹

○　条例第３条第５項第７号

独立行政法人国立病院機構姫路医療センター院長 河 村 哲 治 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター事務部長 岡 井 健 二
西日本旅客鉄道㈱姫路駅長 小 谷 高 明 西日本旅客鉄道㈱姫路副駅長 吉 田 敦 亘
NTT西日本㈱兵庫支店設備部長 梶 原 佳 幸 NTT西日本㈱兵庫支店設備部災害対策室次長 東 充 男
姫路赤十字病院長 岡 田 裕 之 姫路赤十字病院事務部長 木 下 信 和
日本放送協会神戸放送局長 古 屋 浩 日本放送協会神戸放送局コンテンツセンター長 山 本 剛 大
関西電力送配電㈱姫路本部長 桑 下 敬 康 関西電力送配電㈱姫路本部副本部長 岩 村 真 行
山陽電気鉄道㈱代表取締役社長 伊 東 正 博 山陽電気鉄道㈱安全推進室参事 加 藤 公 啓
神姫バス㈱代表取締役社長 長 尾 真 神姫バス㈱常務取締役 梅 谷 榮 一

藤 尾 健 司 兵庫県トラック協会西播支部事務局長 吉 田 成 一
大阪ガスネットワーク㈱兵庫事業部長 奥 野 和 浩 井 上 大 裕
㈱ラジオ関西姫路支社長 齋 藤 靖 典 ㈱ラジオ関西コンテンツ局長 内 藤 泉
○　条例第３条第５項第８号

姫路市連合自治会長 北 川 博 康 姫路市連合自治会副会長 長 田 秀 人
姫路市連合婦人会長 岩 田 稔 恵 姫路市連合婦人会副会長 河 南 眞 稚 子
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学地域ｹｱ開発研究所長 林 知 里
○　条例第３条第５項第９号

一般社団法人姫路市私立こども支援機構理事 冨士原智惠美 一般社団法人姫路市私立こども支援機構理事 石 田 由 美 子
姫路市小学校長会 辰 巳 智 子
姫路市立中学校長会 佐 竹 美 保 子
社会福祉法人姫路市社会福祉協議会副理事長 　福 間 章 代 社会福祉法人姫路市社会福祉協議会常務理事 宮 長 毅 広
陸上自衛隊中部方面特科連隊長 奥 村 啓 介 陸上自衛隊中部方面特科連隊第３科長 飯 野 利 生
海上自衛隊阪神基地隊司令 桐 生 宏 幸 海上自衛隊阪神基地隊本部警備科長 立 石 貴 大
一般社団法人姫路市医師会長 國 部 伸 也 一般社団法人姫路市医師会事務局長 中 西 孝 幸
一般社団法人姫路薬剤師会長 泉 憲 政 一般社団法人姫路薬剤師会副会長 関 悠 吾
公益社団法人兵庫県看護協会西播支部代表補佐 沢 田 洋 子 公益社団法人兵庫県看護協会西播支部委員 小 川 和 則
㈱姫路シティＦＭ２１代表取締役社長 釣 雅 典 ㈱姫路シティＦＭ２１常務取締役 粟飯原 寿規
姫路ケーブルテレビ㈱代表取締役 岡 久 俊 治 姫路ケーブルテレビ㈱放送部リーダー 吉 川 佳 代
兵庫県立男女共同参画センター女性活躍推進専門員 東 滝 弘 子
ひめじ防災リーダーの会 尾 上 あ い 子
一般社団法人兵庫県警備業協会西播支部長 山 口 剛
全国災害ボランティア支援機構理事 成 川 玲 子
姫路市老人福祉施設連盟委員 天 野 玉 記
公益社団法人兵庫県栄養士会医療理事 瀬 尾 早 百 合
一般社団法人兵庫県社会福祉士会長 小 椋 智 子

姫路市防災会議委員・幹事名簿

　会　　　　　　　　　　　長 幹　　　　　　　　　　　事　 

姫路市長　　　　　　　　　　

　委　　　　　　　　　　　員

○ 条例第３条第５項第４号（市長の部内の職員）

令和7年10月1日現在

　　（指定公共機関及び指定地方公共機関の役員又は職員）

兵庫県トラック協会西播支部長
大阪ガスネットワーク㈱兵庫事業部建設ﾁｰﾑﾏﾈ-ｼﾞｬｰ

　　  (自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者）

 　 (市長が認める機関又は団体の役員叉は職員のうちから市長が委嘱する者）
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資料１－６ 

 

    姫 路 市 災 害 対 策 本 部 条 例 

 

  昭和38年12月26日 

 条例第41号 

 

                              改正 平成８年３月26日条例第７号 

                              改正 平成25年３月27日条例第９号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規

定に基づき、姫路市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し所属の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときはその職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者を

もって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 （雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年３月２６日条例第７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条を第５条とし、第３条の次に１条を加

える改正規定は、市長が告知で定める日から施行する。 

      （平成８年６月２０日告示第１７０号で平成８年６月２０日から施行） 

   附 則（平成２５年３月２７日条例第９号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１－７ 

姫路市災害対策本部規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、姫路市災害対策本部条例（昭和 38 年姫路市条例第 41 号）第５条の規定

に基づき、姫路市災害対策本部（以下「本部」という。）の設置及び運営について必要な事項

を定めるものとする。 

（本部の設置） 

第２条 本部は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 23 条の２

の規定により、市の区域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

特にその対策又は防災の推進を図る必要があると認めるときに設置する。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びその他の職員をもって組織する。 

２ 本部長には、法第 23 条の２第２項の規定により、市長がこれに当たる。 

３ 副本部長は、副市長をもって充てる。 

４ 本部員は、上下水道事業管理者、総合教育監、危機管理監、医監、技術管理監、技術審議

監、生活審議監、防災審議監、スポーツ監、姫路市事務分掌条例（昭和 42 年姫路市条例第

38 号）第１条に規定する局の長、危機管理担当理事、消防局長、教育長及び教育次長をもっ

て充てる。 

５ 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を

任命することができる。 

（本部会議） 

第４条 本部に本部会議を置く。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し本部長がこれを招集する。 

３ 本部会議は、災害対策の基本的な事項について協議し、決定する。 

（班） 

第５条 防災活動を行うため、本部に班を置く。 

２ 班の名称、班長及び副班長（以下「班長等」という。）となる者、構成する組織並びに事務

分掌は、別表の定めるところによる。 

（防災活動） 

第６条 防災活動は、班長等が所属職員を指揮監督してこれを行う。 

２ 本部長は、前条第２項に規定する分掌事項による防災活動のほか、必要があるときは、非

常の措置を命ずることができる。 

（本部詰職員） 

第７条 本部詰職員は、班長等が所属職員の中から指名する者をもって充てる。 

２ 本部詰職員は、次の事項を行う。 

(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

(2) 班長等に対する本部長命令その他連絡事項の伝達に関すること。 

(3) 本部長に対する班の所掌事項に係る被害状況及び応急対策実施状況等の報告に関する

こと。 

（初動要員） 

第８条 市長は、職員のうちから初動要員を任命することができる。 

２ 初動要員は、勤務時間外に震度５強以上の地震が発生した場合には、指定場所に参集し、

迅速に情報収集、警戒活動等を行わなければならない。 

－ 11 －

�
�

�



（応援職員の派遣） 

第９条 班長等は、応援を求める必要があるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければ

ならない。 

２ 前項の報告を受けたときは、本部長は必要に応じて応援職員を派遣する。 

（発令基準及び配備体制） 

第 10 条 班長等は、本部長の命令に基づき、次の各号の区分による配備体制をとらなければな

らない。ただし、本部長の命令がない場合にあってもその状況に応じてその配備体制を決定

することができる。この場合において班長等は、直ちにこの旨を本部班長に報告しなければ

ならない。 

(1) 第１号配備体制 災害のおそれがあるが、その時期、規模等の予測が困難な段階、小規

模の災害が予想される段階若しくは小規模の災害が発生した場合又は市域で震度５弱を観

測した場合において、少数の人員を配置して、主として情報連絡及び警戒に当たる体制 

(2) 第２号配備体制 中規模の災害が予想される段階若しくは中規模の災害が発生した場

合又は市域で震度５強を観測した場合において、所属職員のおおむね５割以内の人員を配

置して、防災活動に当たる体制 

(3) 第３号配備体制 大規模な災害が予想される段階若しくは大規模の災害が発生した場

合又は市域で震度６弱以上を観測した場合において、所属職員全員を配置して、防災活動

に当たる体制 

２ 班長等は、前項の規定に基づき、職員を配置したときは直ちにその人数を総務動員・受援

班長に報告しなければならない。 

（廃止） 

第 11 条 本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害に関し応急

措置がおおむね終了し、平常の事務分掌により処理できる段階に達したときは、本部の活動

を終了し、本部を廃止するものとする。 

（雑則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に必要な事項は、その都度本部長が定める。 

附 則 

この規程は、昭和 39 年４月１日から施行する。 

  （途中附則省略） 

附 則（令和６年４月 30 日訓令甲第５号） 

 この規程は、令達の日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

          【災害対策本部における各班の事務分掌】 

(その1) 各班に共通する事務分掌 

各班に共通する事務分掌 

1 各班の職員の動員、配備等に関すること。 

2 各班及び各班内の連絡調整に関すること。 

3 所管する業務に関連する事項の被害状況調査及び取りまとめに関すること。 

4 他班の応援に関すること。 

5 災害対策本部が設置されない場合でも、必要に応じて各局は以下の業務を行うこと。 

 

(その2) 班の名称、班長等となる者、構成する組織及び事務分掌 

班

の

名

称 

班長とな

る者 

副班長と 

なる者 

構成する組

織 
事 務 分 掌 

本

部

班 

危機管理

担当理事 

危機管理室長 

高等教育室長 

ひめじ創生戦略

室長 

デジタル戦略室

長 

危機管理室 

広報課 

高等教育室 

ひめじ創生

戦略室 

デジタル戦

略室 

情報指令課 

１ 本部長命令の伝達に関すること。 

２ 災害対策本部及び現地災害対策本部の設置及び廃止に関する

こと。 

３ 本部会議、副班長会議及び防災関係機関会議に関すること。 

４ 自衛隊への派遣要請に関すること。 

５ 国、県等との連絡調整に関すること 

６ 自主防災組織に関すること(消防班の所掌に属するものを除

く。)。 

７ 気象、地震等の情報収集及び伝達に関すること。 

８ 被害状況の調査、集計及び伝達に関すること。 

９ 災害応急対策の取りまとめ及び調整に関すること。 

10 他都市等への人的支援の要請及び他都市等からの人的支援の

受入れに関すること(総務動員・受援班の所掌に属するものを

除く。)。 

11 市民等に対する災害広報に関すること。 

12 報道機関への報道要請及び情報提供に関すること。 

13 被災状況の写真等による記録に関すること。 

消

防

班 

消防局長 消防局次長 

消防署長 

消防局（情

報指令課を

除く。） 

１ 消防活動及び水防活動に関すること。 

２ 救急及び救助に関すること。 

３ 広域消防相互応援に関すること。 

４ 消防団に関すること。 

５ 自主防災組織等に関すること。 

６ ヘリコプターに関すること。 

７ 避難誘導及び指示に関すること。 

８ 火災に係る罹
り

災証明書に関すること。 

渉

外

班 

政策局長 市長室長 

企画政策室長 

議会事務局次長 

政策局（広

報課、高等

教育室、ひ

めじ創生戦

略室及び危

機管理室を

除く。) 

議会事務局 

１ 市議会との連絡調整に関すること。 

２ 災害視察者その他見舞者の応接に関すること。 

総
務
動
員
・
受
援
班 

総務局長 総務部長 

職員部長 

総務局 

選挙管理委

員会事務局 

監査事務局 

公平委員会

事務局 

１ 本市職員の動員及び各班の配置調整に関すること。 

２ 他都市等への人的支援の要請並びに他都市等からの人的支援

の受入れ及び各班への配置調整に関すること。 

３ 各班が行う救援物資、資機材等の要請及び受入れに係る情報

の集約に関すること。 

４ 受援に係る調整会議に関すること。 

５ 各班の受援担当者との連絡調整に関すること。 

６ 災害対策本部への受援状況等の報告に関すること。 
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財
務
・
調
査
班 

財政局長 財務部長 

税務部長 

工事技術検査室

長 

財政局 

会計課 

１ 公用車両等の管理及び配車に関すること。 

２ 資機材、燃料等の調達に関すること。 

３ 物資の輸送力の確保に関すること。 

４ 臨時増設電話の確保に関すること。 

５ 市有財産の被害調査に関すること。 

６ 予算編成及び関係経費の取りまとめに関すること。 

７ 金銭の出納(義援金を含む。)に関すること。 

８ 配備職員の食料の調達に関すること。 

９ 家屋等の被害状況の調査及び取りまとめに関すること。 

10 災害に係る住家の被害認定に関すること。 

11 罹
り

災証明書に関すること(火災によるものを除く。)。 

12 災害による市税の減免等に関すること。 

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班 

市民局長 市民参画部長 

市民生活部長 

人権推進部長 

市民局 

国民健康保険

課 

後期高齢者医

療保険課 

１ 電話等による被害通報の受付及び整理に関すること。 

２ 災害に係る問合せ、相談、要望等の応対に関すること。 

３ 災害ボランティアの受入れ及び調整に関すること。 

４ 県災害救援専門ボランティアの派遣要請に関すること。 

５ 遺体の収容及び処置に関すること。 

６ 埋火葬に関すること。 

７ 支所等周辺の被害情報の収集伝達に関すること。 

８ 家島町の地域に係る応急措置に関すること。 

９ 地域住民に対する災害広報に関すること。 

農
林
水
産
環
境
班 

農林水産

環境局長 

美化部長 

環境事業推進室

長 

環境政策室長 

農林水産部長 

農林水産環境

局 

農業委員会事

務局 

１ 清掃、消毒、防疫及び昆虫等の駆除作業に関すること。 

２ 廃棄物及びがれきの処理に関すること。 

３ 応急仮設トイレに関すること。 

４ 処理施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

５ 建築物等の解体及び撤去に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止

に関すること。 

６ 農林水産関係の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

７ ため池等危険箇所の警戒に関すること。 

８ 農林水産関係の被災の証明書等に関すること。 

９ 食料その他生活必需品の調達及び確保に関すること。 

被
災
者
救
援
班 

健康福祉

局長 

こども未

来局長 

福祉総務部長 

保健医療部長 

長寿社会支援部

長 

生活援護室長 

保健所長 

こども育成部長 

子育て支援室長 

教育保育部長 

健康福祉局

（国民健康

保険課及び

後期高齢者

医療保険課

を除く。） 

こども未来

局 

１ 救援物資（食料を含む。）等の受入れ及び配分に関すること。 

２ 災害救助の実施状況及び資材の取りまとめに関すること。 

３ 災害時要援護者対策に関すること。 

４ 被災者に対する生活保護の実施に関すること。 

５ 災害見舞金、災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けに

関すること。 

６ 義援金の配分に関すること。 

７ 社会福祉施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

８ 保健医療福祉活動本部の設置に関すること。 

９ 医師会等医療関係機関との連絡及び調整に関すること。 

10 救護所の開設に関すること。 

11 救急医薬品等の調達に関すること。 

12 食品衛生及び食中毒の予防に関すること。 

13 感染症の予防に関すること。 

14 健康対策及び心のケア対策に関すること。 

15 家庭動物に関すること。 

16 生活用水等の検査に関すること。 

観
光
経
済
班 

観光経済

局長 

観光コンベンシ

ョン室長 

姫路城総合管理

室長 

商工労働部長 

道の駅整備室長 

スポーツ振興室

長 

 

 

観光経済局 １ 外国人に対する情報提供及び相談に関すること。 

２ 観光客の被害状況把握及び観光客対策に関すること。 

３ 大規模観光イベント対策に関すること。 

４ 観光・文化及びスポーツ施設の被害調査、応急対策及び復旧に

関すること。 

５ 港湾及び海岸の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

６ 災害対策用船舶の確保に関すること。 

７ 海上交通機関の確保に関すること。 

８ 罹
り

災商工業者の被害調査及び対策に関すること。 
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住

宅

宅

地

班 

都市局長 まちづくり部長 

公共建築部長 

市街地整備部長 

交通計画部長 

播磨臨海地域道

路室長 

都市局 １ 応急危険度判定実施本部の設置に関すること。 

２ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

３ 被災宅地危険度判定調査に関すること。 

４ 民間被災住宅の応急修理に関すること。 

５ 被災住宅の障害物の除去に関すること（道路公園河川班の所

掌に属するものを除く。）。 

６ 被災宅地の応急対策に関すること。 

７ 応急仮設住宅に関すること。 

８ 市営住宅の被害調査及び応急修理に関すること。 

９ 被災後の都市計画及び復興計画に関すること。 

10 姫路駅帰宅困難者の対応に関すること。 

道
路
公
園
河
川
班 

建設局長 道路管理部長 

道路建設部長 

公園部長 

河川部長 

 

建設局 

 

１ 道路・河川及び被災住宅の障害物の除去に関すること（住宅

宅地班の所掌に属するものを除く。）。 

２ 緊急通行車両の通行の確保に関すること。 

３ 緊急輸送道路に関すること。 

４ 避難路に関すること。 

５ 通行の規制に関すること。 

６ 道路、橋、公園、河川及び水路の被害調査、応急対策及び復

旧に関すること。 

７ オープンスペース利用計画に関すること。 

８ 広域支援の受入れ場所の確保に関すること。 

９ 河川等の警戒に関すること。 

上
下
水
道
班 

上下水道

事業管理

者 

経営管理部長 

水道部長 

下水道部長 

上下水道局 １ 応急給水に関すること。 

２ 上下水道施設の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

３ 上下水道施設等の警戒に関すること。 

 

避

難

所

班 

教育次長 教育総務部長 

教育企画室長 

学校教育部長 

生涯学習部長 

教育委員会

事務局 

１ 避難所の開設、管理及び運営に関すること。 

２ 幼児、児童及び生徒の安全確保に関すること。 

３ 応急教育に関すること。 

４ 教育施設及び文化財の被害調査、応急対策及び復旧に関する

こと。 

５ 被災児童及び生徒に対する教育図書その他学用品及び救援物

資の配給に関すること。 

特 

命 
班 

本部長が

指名する

者とす

る。 

本部長の承認を

得て、班長が指

名する者とす

る。 

本部長の承認

を得て、班長

が定めるもの

とする。 

本部長の特命事項に関すること。 
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資料１－８ 

姫 路 市 災 害 警 戒 本 部 設 置 要 領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、姫路市地域防災計画又は姫路市水防計画に基づき、姫路市災害対策本部又

は姫路市水防本部が設置されるまでの間で、災害が発生するおそれがある場合の迅速かつ適切

な初動体制を確立するため、必要な事項を定める。 

（設 置） 

第２条 防災審議監は、次の各号に定める設置基準により、災害警戒本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

 (1) 気象庁発表による「震度４」の地震を、姫路市で観測したとき。 

 (2) 気象庁が、兵庫県瀬戸内海沿岸の予報区に津波注意報を発表したとき。 

 (3) 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき。 

 (4) 暴風、大雨、洪水又は高潮警報が発表され、災害の発生のおそれがあるとき。 

 (5) 風水害等により小規模の災害が発生したとき。 

 (6) その他防災審議監が特に必要と認めるとき。 

（組 織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びその他の職員をもって組織する。 

２ 本部長は、防災審議監をもって充てる。 

３ 副本部長は、危機管理担当理事をもって充てる。 

４ 本部員は、議会事務局次長、市長室長、危機管理室長、職員部長、財務部長、税務部長、市

民参画部長、美化部長、農林水産部長、福祉総務部長、保健医療部長、教育保育部長、観光コ

ンベンション室長、まちづくり部長、道路管理部長、公園部長、河川部長、水道部長、下水道

部長、消防局次長、教育総務部長及び本部長が必要と認める関係職員をもって充てる。 

５ 本部長は、前条に掲げる設置基準に基づき、本部を設置した場合で、事務を迅速に行うため

に必要があると認めるときは、姫路市災害対策本部規程（昭和３９年姫路市訓令甲第４号）第

１０条第１項第１号に規定する第１号配備体制に準ずる配備体制をとることができる。 

６ 本部員は、事務を迅速に行うために、必要に応じ関係職員を配置させることができる。 

 （本部長等の職務） 

第４条 本部長は、本部業務を掌理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐する。 

 （本部の所掌事務） 

第５条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 被害情報の収集及び分析 

 (2) 県及び防災関係機関からの情報収集並びに分析 

 (3) 初期応急対策並びに配備体制の検討 

 (4) 前３号に掲げる業務のほか、本部長が必要と認める業務 

 （報 告） 

第６条 本部長は、必要な事項を市長に報告する。 

 （解 散） 

第７条 本部長は、次の各号に該当するときは、本部を解散する。 

 (1) 姫路市災害対策本部又は姫路市水防本部が設置されたとき。 

 (2) 災害発生のおそれがなくなったとき。 
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 （庶 務） 

第８条 本部の庶務は、危機管理室で行う。 

 （補 則） 

第９条 本部の運営に関し、この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成９年６月24日から施行する。 

   （途中附則省略） 

  附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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資料１－９

１号配備 ２号配備 ３号配備 １号配備 ２号配備 ３号配備

配備人数 配備人数 配備人数 配備人数 配備人数 配備人数

53 55 67 84 55 67 84

13 175 377 565 194 387 565

4 14 32 45 14 32 45

2 12 28 52 12 28 52

5 32 76 155 30 76 155

6 92 159 252 92 158 252

家島事務所 11 11 11 11 11 11

夢前事務所 4 4 5 4 4 5

香寺事務所 5 6 8 5 6 8

安富事務所 3 5 5 3 5 5

7 58 133 328 58 133 328

6 48 240 445 49 240 445

3 32 96 176 32 96 176

3 32 71 151 24 61 151

3 109 150 194 121 159 194

2 33 109 200 33 108 200

3 18 217 502 319 380 502

計 110 710 1,755 3,149 1,033 1,925 3,149

　　　３　出先機関については、当該機関の課又は所が所属する班に含まれるものとする。

　　　２　本部詰め職員は、本部室に配備するものとする。

本部詰め
職   員

地震

（注）１　風水害時、家島地域に勤務する職員は１号配備とするが、その配備人数を記載する。

本部班 

上下水道班

被災者救援班

財務・調査班

総務動員・受援班

農林水産環境班

避難所班

市民ボランティア班

道路公園河川班

住宅宅地班

観光経済班

渉外班

消防班

風水害等

災害対策本部職員配備表
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資料１－11 

姫路市防災行政無線局管理運用規程 

 （趣旨） 

第 1 条 この規程は、姫路市地域防災計画に基づく災害時における防災対策及び平常時にお

ける一般行政事務を能率的に推進するために設置する防災行政無線局（以下「無線局」と

いう。）の管理及び運用に関し、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）及び関係法令に定めの

あるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 固定系無線局に関するもの 

  ア 固定系 60 メガヘルツ帯の無線局で、親局、固定系中継局及び固定系再送信子局

と子局との間の通信系をいう。 

  イ 親局 特定の 2 以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局を

いう。 

  ウ 固定系中継局 親局から受けた通報を、特定の 2 以上の受信設備に対し同時に同一

の内容の通報を送信する無線局をいう。 

  エ 固定系再送信子局 中継局から受けた通報を、特定の２以上の子局に対し同時に同

一の内容の通報を送信する無線局をいう。 

  オ 子局 親局、中継局及び再送信子局と通信する無線局をいう。 

  カ 固定系遠隔制御装置 親局の無線設備（無線電信その他電波を送り、又は受けるた

めの電気的設備をいう。以下同じ。）を遠隔操作する装置をいう。 

 (2) 無線従事者 電波法第 2 条第 6 号に規定する者をいう。 

 (3) 通信取扱者 無線局の運用に携わる職員をいう。 

 （総括責任者） 

第 3 条 無線局の管理及び運用上の最高責任者として総括責任者を置く。 

2 総括責任者は、危機管理担当理事をもって充てる。 

（無線局の種別） 

第 4 条 無線局の呼出名称、種別及び設置場所は、総括責任者が別に定める。 

（管理責任者） 

第 5 条 総括責任者の職務を補佐し、直接無線局の維持管理業務を行う管理責任者を置く。 

2 管理責任者は、危機管理室長をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第 6 条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

2 通信取扱責任者は、総括責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る事

務を管理する。 

3 通信取扱責任者は、総括責任者が別に定める。 

 （無線従事者） 

第 7 条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者の行う無線局

の操作を指揮監督する。 

 （通信取扱者） 

第 8 条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し、無線局の

運用を行う。 

 （秘密の保持） 

第 9 条 無線局の事務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（非常時における措置） 

－ 21 －

�
�

�



第 10 条 総括責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急の通信を優先させる

ため無線局に対して割込通信を行い、又は通信の中止を命ずることができるほか、通信の

確保に必要な措置をとるものとする。 

 (1) 災害警戒本部、水防本部又は災害対策本部が設置されたとき。 

 (2) 気象注意報又は気象警報が発せられたとき。 

 (3) その他必要と認められるとき。 

 （無線設備の保守点検） 

第 11 条 無線従事者は、通信取扱責任者の指示に従って無線設備について試験通信又は感

度状況等の調査その他の保守点検を行い、当該無線設備の正常な機能の保持に努めなけれ

ばならない。 

 （事故の措置） 

第 12 条 無線従事者は、無線設備について故障その他の原因により通信を行うことができ

なくなったときは、直ちに必要な措置を執るとともに、その旨を通信取扱責任者に報告し

なければならない。 

2 通信取扱責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに管理責任者に報告しなければ

ならない。 

3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を執るものとす

る。 

 （業務書類の管理） 

第 13 条 管理責任者は、電波法及び関係法令に基づく業務書類を管理し、及び保管する。 

2 管理責任者は、常に現行の電波法及び関係法令集を参照できるよう常備しておかなけれ

ばならない。 

 （雑則） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、総括

責任者が別に定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成 18 年 3 月 27 日から施行する。 

 （姫路市防災行政用無線局管理運用規程の廃止） 

２ 姫路市防災行政用無線局管理運用規程（昭和 62 年訓令甲第 2 号）は、廃止する。    

   附 則（平成 19 年 5 月 10 日訓令甲第 10 号） 

 この規程は、平成 19 年 5 月 10 日から施行する。 

   附 則（平成 19 年 6 月 26 日訓令甲第 11 号） 

 この規程は、平成 19 年 7 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 22 年 5 月 26 日訓令甲第３号） 

 この規程は、平成 22 年 5 月 26 日から施行する。 

   附 則（平成 23 年 6 月 30 日訓令甲第６号） 

 この規程は、平成 23 年 7 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 26 年 4 月 16 日訓令甲第 5 号） 

 この規程は、平成 26 年 4 月 16 日から施行する。 

附 則（平成 29 年 2 月 21 日訓令甲第 1 号） 

  この規程は、令達の日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 29 日訓令甲第 5 号） 

 この規程は、令達の日から施行する。 
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姫路市防災行政無線局管理運用要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、姫路市防災行政無線局運用管理規程（平成 18 年訓令甲第２号）第 14 条

の規定に基づき、姫路市防災行政無線局の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （通信の種類） 

第２条 通信の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 一般通信 緊急通信以外の通信をいう。 

 (2) 緊急通信 災害の発生及び発生のおそれのある場合その他特別の理由がある場合に行

う通信をいう。 

 （通信事項） 

第３条 一般通信又は緊急通信における通信事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1)  定時放送に関する事項 

 (2) 一般行政連絡に関する事項 

 (3) 地震、風水害、火災等の非常事態に関する事項 

 (4) 全国瞬時警報システムに関する事項 

 (5) その他特に必要な事項 

 （通信の申込み） 

第４条 固定系無線局による一般通信の申込手続は、次のとおりとする。 

 (1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについて一般通信を行おうと

するときは、無線放送依頼書（以下「放送依頼書」という。様式第１号）を、あらかじめ

管理責任者に提出するものとする。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、所属長は、緊急を要する場合は、一般通信に係る無線放送の

依頼を口頭により行うことができる。 

 (3) 所属長は、前号の規定により口頭による申込みを行ったときは、当該通信の終了後、速

やかに放送依頼書を管理責任者に提出しなければならない。 

 (4) 管理責任者は、依頼のあった放送の内容を審査し、放送の可否を決定する。放送を否と

したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。 

  （通信の記録） 

第５条 通信に係る記録は、次に定めるところにより取扱うものとする。 

 (1) 通信取扱責任者は、放送依頼書を整理し、保存しておかなければならない。 

 (2) 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌（様式第２号）に必要事項を記

載しなければならない。 

 （無線通信の原則） 

第６条 無線通信を行うときは、次に掲げることを守らなければならない。 

 (1) 必要のない無線通信は、行わない。 

 (2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にする。 

 (3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。 

 (4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。 

 （通信の方法） 

第７条 通信の方法は、次のとおりとする。ただし、緊急通信を行う場合は、この限りでない。 
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 (1) 固定系無線局の通信方法は、原則として次により行う。 

   （例） 

   「こちらは、ぼうさい○○です。」 １回 

   「・・・・・本文・・・・・・・」 

   「以上で終わります。」 

 (2) 固定系無線局の通信方法は、原則として次により行う。 

  （例） 

  ア 呼出し 

    「相手局の呼出名称」 ３回以下   

    「こちらは」     １回 

    「自局の呼出名称」  ３回以下 

  イ 応答 

    「相手局の呼出名称」 ３回以下 

    「こちらは」     １回 

    「自局の呼出名称」  １回 

２ 呼出し又は応答を行う場合において確実に相手局と通信することが可能と認められるとき

は、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を、

それぞれ省略することができるものとする。 

３ 前項の規定により省略をした場合は、通信中に少なくとも１回以上自局の呼出名称を送信

する。 

 （子局の運用等） 

第８条 子局から親局への通信は、原則として、第３条第３号の通信を行う場合に限る。 

   附 則 

 この要綱は、平成 18 年３月 27 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 19 年４月 25 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

無 線 放 送 依 頼 書 

年  月  日 

 (あて先) 

危機管理室長  

所  属           

(職)氏名           

 

   防災行政無線局管理運用要綱第４条の規定により、次のとおり依頼します。  

 

放送日時     年  月  日（  ）   時  分から 

放送区域       町       地区  その他（        ） 

（放送依頼文）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 放送依頼文は簡潔明瞭に表現し、読み方の難しい文字はフリガナを付してください。  

   放送終了後（決裁後）写しを危機管理室までＦＡＸしてください。  

放送の可否 可・否 
所

長 

 課

長 

 係

長 

 
係 

 

放送否の理由  

 

 

 

処

理

欄 

放送時刻   年  月  日（  ）   時  分～  時  分 

放送取扱者  

確

認

者  

 

№ 
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様式第２号(第５条関係) 

無 線 業 務 日 誌 

通信取扱 

責任者 

 

  年  月 

通信取扱者 服務時間（平常時） 服務時間（緊急時） 

氏 名        印 氏 名        印 

平日（月曜～金曜） 

自 ８時 35 分～至 17 時 20 分 

（月曜～日曜） 

24 時間体制 

日 
曜

日 

放   送 

内   容 

放 送 

時 間 

放送者 

氏 名 
備考 日 

曜

日 

放   送 

内   容 

放 送 

時 間 

放送者 

氏 名 
備考 

１   ～   16   ～   

２   ～   17   ～   

３   ～   18   ～   

４   ～   19   ～   

５   ～   20   ～   

６   ～   21   ～   

７   ～   22   ～   

８   ～   23   ～   

９   ～   24   ～   

10   ～   25   ～   

11   ～   26   ～   

12   ～   27   ～   

13   ～   28   ～   

14   ～   29   ～   

15   ～   30   ～   

放送時の問題点 31   ～   
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平成２９年 ２月２１日   

 

                           姫路市長  石 見 利 勝 

  

  姫路市 IP無線運用要領を次のように定める。 

  

姫路市 IP無線運用要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、姫路市地域防災計画に基づく災害対策事務その他の行政事務を円滑に実施するた

めに配置する IP無線の適正な管理並びに運用について、必要な事項を定めるものとする。 

（無線の配置先等） 

第２条 IP無線の配置先並びにグループ種別等については、別表のとおりとする。 

（総括責任者） 

第３条 IP無線の管理及び運用上の最高責任者として総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は危機管理担当理事をもって充てる。 

（管理責任者） 

第４条 総括管理者を補佐し、IP無線の管理及び運用の業務を行う管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、危機管理室長をもって充てる。 

（管理者） 

第５条 管理者は、管理責任者の命を受け、無線取扱者を指揮し、IP 無線の操作及び管理並びに運用を

行う。 

２ 管理者は、IP無線を配置する課等の所属長とする。 

（無線取扱者） 

第６条 無線取扱者は、管理責任者又は管理者の命を受け、IP無線の操作及び運用を行う。 

（IP無線の運用） 

第７条 IP 無線は常時稼働するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内の運用を原則とす

る。 

２ 管理者は、IP 無線を長時間閉局する必要がある場合、管理責任者に事前に連絡し、承諾を得るもの

とする。 

（研修） 

第８条 管理責任者は、必要に応じ、無線取扱者に対して、運用方法及び取扱要領等について研修を行

う。 

（訓練） 

第９条 管理責任者は、非常時に備え、IP 無線の機能の確認及び運用の習熟を図るため、年１回以上通

信訓練を行うものとする。 

（管理業務） 

第 10条 管理責任者は、IP無線が常に良好に機能するよう管理しておかなければならない。 
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（故障等の対応） 

第 11条 管理者は、IP無線の故障又は異常が認められた場合、直ちにその旨を管理責任者に報告しなけ

ればならない。 

２ 前項の報告を受けた場合、管理責任者は、直ちに修理等の対応をとらなければならない。 

（通信の使用基準） 

第 12条 通信の使用基準は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 姫路市地域防災計画に基づく災害対策に関するもの 

(2) 一般行政事務に関するもの 

(3) 通信訓練に関するもの 

(4) その他、総括責任者が認めるもの 

（通信の原則） 

第 13条 総括管理者は、災害時及びその他特に理由がある場合は、通信を制限することができる。 

（目的外使用の禁止） 

第 14条 通信の使用基準の範囲を超えて、運用してはならない。 

（混信等の防止） 

第 15条 通信する際、他の通信を阻害しないように運用しなければならない。 

（補則） 

第 16条 この要領に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関する必要な事項は、総括管理者が別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 29年２月 21日から施行する。 

この要領は、令和５年７月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

配置先 台数 設置個所 グループ 
個別 ID 

（端末名） 
導入年月日 

危機管理室 3 事務所 01 本部班 0001 R5.7.1 

トヨタハイエース 01 本部班 0002 R5.7.1 

トヨタアクア 01 本部班 0003 R5.7.1 

美化業務課 3 事務所 02 農林水産環境班（美化） 0004 R5.7.1 

トヨタ 02 農林水産環境班（美化） 0005 R5.7.1 

スズキ軽バン 02 農林水産環境班（美化） 0006 R5.7.1 

市川美化センター 3 事務所 03 農林水産環境班（市美 C） 0007 R5.7.1 

ダイハツ軽バン 03 農林水産環境班（市美 C） 0008 R5.7.1 

ダイハツ軽バン 03 農林水産環境班（市美 C） 0009 R5.7.1 

家島美化センター 2 事務所 04 農林水産環境班（家美 C） 0010 R5.7.1 

船舶（第６いえしま） 04 農林水産環境班（家美 C） 0011 R5.7.1 

環境政策室 3 事務所 05 農林水産環境班（環境） 0012 R5.7.1 

ダイハツ軽バン 05 農林水産環境班（環境） 0013 R5.7.1 

スズキ軽バン 05 農林水産環境班（環境） 0014 R5.7.1 

林産振興課 2 事務所 06 農林水産環境班（林産振興） 0015 R5.7.1 

スズキ 軽ジープ 06 農林水産環境班（林産振興） 0016 R5.7.1 

土地改良課 1 スズキ 軽バン 06 農林水産環境班（土地改良） 0017 R5.7.1 

道路管理課 6 事務所 07 道路公園河川班（道路管理） 0018 R5.7.1 

道路パト プロボックス 07 道路公園河川班（道路管理） 0019 R5.7.1 

ダイハツ軽ダンプ 07 道路公園河川班（道路管理） 0020 R5.7.1 

道路パト 三菱アウトランダー 07 道路公園河川班（道路管理） 0023 R5.7.1 

道路パト 日産セレナ 07 道路公園河川班（道路管理） 0026 R5.7.1 

維持作業車 07 道路公園河川班（道路管理） 0028 R5.7.1 

道路保全課 5 家島事務所半固定 08 道路公園河川班（道路保全） 0021 R5.7.1 

事務所 08 道路公園河川班（道路保全） 0022 R5.7.1 

維持作業車 08 道路公園河川班（道路保全） 0024 R5.7.1 

維持作業車 08 道路公園河川班（道路保全） 0025 R5.7.1 

維持作業車 08 道路公園河川班（道路保全） 0027 R5.7.1 

北部道路事務所 3 事務所 09 道路公園河川班（北部道路） 0029 R5.7.1 

道路パト 09 道路公園河川班（北部道路） 0030 R5.7.1 

現場 09 道路公園河川班（北部道路） 0031 R5.7.1 

河川整備課 2 事務所 11 道路公園河川班（河川整備） 0035 R5.7.1 

現場 11 道路公園河川班（河川整備） 0036 R5.7.1 

まちづくり指導課 3 事務所 10 住宅宅地班 0032 R5.7.1 

現場 10 住宅宅地班 0033 R5.7.1 

現場 10 住宅宅地班 0034 R5.7.1 

家島事務所 3 飾磨消防署家島出張所 12 市民ボランティア班（家島） 0037 R5.7.1 

現場 12 市民ボランティア班（家島） 0038 R5.7.1 

現場 12 市民ボランティア班（家島） 0039 R5.7.1 

2 船舶（交通艇又は事務所） 12 市民ボランティア班（家島） 0040 R5.7.1 

船舶（救急艇） 12 市民ボランティア班（家島） 0041 R5.7.1 

坊勢サービスセンター 3 事務所 13 市民ボランティア班（坊勢） 0042 R5.7.1 

現場 13 市民ボランティア班（坊勢） 0043 R5.7.1 

現場 13 市民ボランティア班（坊勢） 0044 R5.7.1 

夢前事務所 3 事務所 14 市民ボランティア班（夢前） 0045 R5.7.1 

ダイハツカーゴ 14 市民ボランティア班（夢前） 0046 R5.7.1 

スズキ ワゴン R 14 市民ボランティア班（夢前） 0047 R5.7.1 

香寺事務所 3 事務所 15 市民ボランティア班（香寺） 0048 R5.7.1 

三菱 軽バン 15 市民ボランティア班（香寺） 0049 R5.7.1 

三菱 軽バン 15 市民ボランティア班（香寺） 0050 R5.7.1 

安富事務所 3 事務所 16 市民ボランティア班（安富） 0051 R5.7.1 

現場 16 市民ボランティア班（安富） 0052 R5.7.1 

現場 16 市民ボランティア班（安富） 0053 R5.7.1 
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資料２－１－１ 

 

播 磨 広 域 防 災 連 携 協 定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、播磨地域１３市９町（以下「締結市町」という。）が、播磨地域を構成する一

員として、協同の精神に基づき、連携して播磨地域の広域防災体制を確立するために必要な事項に

ついて定めるとともに、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項の規定に基づき、

播磨地域において災害が発生し、被災市町では十分な応急措置ができない場合に、相互に協力し、

被災市町の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項について定めるものとする。

（連絡担当部局） 

第２条 締結市町は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとす

る。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（応援の事項） 

第３条 応援の事項は、次のとおりとする。 

(1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材及び物資のあっせん又は提供に関する事項 

(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣に関する事項 

(3) 被災者の受入れに関する事項 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援の要請） 

第４条 応援を受けようとする市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を明らかにして、

他の締結市町に対し、文書により要請を行うものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援の場所及びその場所への経路 

(5) 応援を必要とする期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町は、そのいとまがない場合には、口頭又は電話等により要請

を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（応援の実施） 

第５条 締結市町は、応援の要請があったときは、極力これに応ずるものとする。 

（応援の自主出動等） 

第６条 応援をする市町（以下「応援市町」という。）は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等によ

り被応援市町と連絡がとれない場合には、第４条に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収

集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行うことができる。この場合には、第４条に定める応

援要請があったものとみなす。 

（応援のため派遣された職員の指揮） 

第７条 応援のため派遣された職員は、被応援市町長等の指揮の下に活動するものとする。 
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（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。 

２ 被応援市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市町から要請があった

場合には、応援市町は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 （平常時の活動） 

第９条 締結市町は、次の各号に掲げる事項を実施するなど、この協定に基づく応援が円滑に行われ

るよう努めるものとする。 

 (1) 連絡会の開催 

 (2) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

 (3) 救援に必要な物資等の情報交換 

 (4) その他災害時の相互応援に必要な事項 

 （広域防災対策） 

第１０条 締結市町は、播磨地域に係る広域的な防災対策に関して、必要な事項を協議し、協同して

進めることに努めることとする。 

 （他の協定との関係） 

第１１条 この協定は、締結市町が締結する災害時の相互応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

 （実施の細目） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項については、締結市町が協議の上、別に定めるものとす

る。 

 （補則） 

第１３条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、締結市町が協議の上、決定

するものとする。 

   附 則 

１ この協定は、平成２６年（2014年）４月２２日から効力を生じるものとする。 

２ 播磨広域防災連携協定（平成２４年（2012年）８月３０日締結）は、廃止する。 

 

上記協定締結の証として本協定書を２２通作成し、締結市町長記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 平成２６年（2014年）４月２２日 

姫路市長   石見 利勝      

相生市長   谷口 芳紀 

加古川市長  樽本 庄一      

赤穂市長   豆田 正明      

西脇市長   片山 象三      

三木市長   藪本 吉秀      

高砂市長   登  幸人          

小野市長   蓬萊  務 

加西市長   西村 和平   

宍粟市長   福元 晶三 

加東市長   安田 正義 

たつの市長  栗原 一 

明石市長   泉  房穂 

多可町長   戸田 善規 

稲美町長   古谷  博 

播磨町長   清水 ひろ子 

市川町長   岡本 修平 

福崎町長   嶋田 正義 

神河町長   山名 宗悟 

太子町長   北川 嘉明 

上郡町長   遠山 寛 

佐用町長   庵逧 典章 
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播磨広域防災連携協定に関する実施細目 

１ 趣旨 

この実施細目は、「播磨広域防災連携協定」が目指す、構成市町が協同の精神に基づき、連携し

て広域応援体制を確立し、災害時における被害を軽減し、住民の安全を図ることを実現するため、

連携協定の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 連絡担当部局 

(1) 応援活動を円滑に実施するため、次表のとおり連絡主管・連絡副主管を定める。 

ブロック 被災市町 連絡主管 連絡副主管 

東播磨ブロック 加古川市・高砂市・明石市・稲美町・播磨町  

姫路市 

加古川市 

西 脇 市 

たつの市 

北播磨ブロック 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 

中播磨ブロック 姫路市・市川町・福崎町・神河町 

西播磨ブロック 相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・上郡町・佐用町 

 

(2) 連絡及び応援要請等の連絡体制 

 

 

 

  ① 被応援市町は、連絡主管に対し、「応援要請書（別紙様式）」により可能な限り内容を明記

して、応援を要請する。ただし、そのいとまがない場合には、口頭又は電話等により要請を行

い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

  ② 要請を受けた連絡主管は、速やかに他の市町と調整の上、応援内容を決定し、「支援決定通

知書（別紙様式）」により被応援市町に連絡する。ただし、連絡主管が被災した場合は連絡副

主管が連携して代行し、この場合において、本文中「連絡主管」とあるのは、「連絡副主管」

と読み替えるものとする。 

  ③ 被応援市町以外の市町は、連絡主管から被応援市町への応援を要請された場合、被応援市町

から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 

(3) 連絡主管の業務 

  ① 被応援市町の情報収集と状況把握 

  ② 災害応急活動等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

  ③ 被害状況及び応援要請内容の連絡調整 

  ④ 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

  ⑤ 応援活動等に関する県との連絡調整 

  ⑥ 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

(4) 応援の自主出動の連絡 

   応援要請を待たずに自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で応援する場合は、連絡主管

に連絡する。 

 

３ 応援経費の負担等 

(1) 応援職員の派遣に要する経費の負担等については、次のとおりとする。 

  ① 被応援市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算定した当該応援職員の旅

費の額及び諸手当の額の範囲とする。 

  ② 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

た場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町の負担とする。 

  ③ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

被災市町 連絡主管 

（連絡副主管） 

管内各市町 
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たものについては被応援市町が、被応援市町への往復途中において生じたものについては応援

市町が賠償の責めに任ずる。 

  ④ その他応援職員の派遣に要する経費については、被応援市町及び応援市町が協議して定める。 

(2) 応援市町は、応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した

額について、被応援市町に請求する。 

  ① 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

  ② 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

(3) 請求は、応援市町の市町長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由して被応

援市町の長に請求する。 

(4) 前記により難いときは、被応援市町及び応援市町が協議して定める。 

(5) 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、この規定を準用する。 

 

４ 応援の実施 

(1) 応援職員は、応援市町名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにする。 

(2) 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

(3) 被応援市町は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与する。 

 

５ 資料・情報等の交換 

  相互応援のための地域防災計画及び次の資料を相互に交換する。 

(1) 災害時の連絡窓口（連絡担当部課名、電話番号）、担当責任者及び同補助者の職氏名及びその

他連絡に必要な事項（別紙１「播磨地域防災担当者一覧表」） 

(2) 緊急物資及び資機材の保有状況 

(3) その他必要と考えられる事項 

 

６ 防災担当者会議の設置 

  播磨地域防災担当事務主管者会議を設置し、協定に掲げる次の事項の推進を図る。 

(1) 広域防災体制及び防災協力体制の整備並びに広域防災計画の策定 

(2) その他協定に基づく次の活動（別紙２「申し合わせ事項」） 

  ① 連絡会の開催 

  ② 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

  ③ 防災訓練及び住民の啓発等 

  ④ 救援に必要な物資等の備蓄 

  ⑤ その他災害時の相互応援に必要な事項 

 

７ 他の協定との関係 

初動対応は、本協定において行うものとする。ただし、災害の規模等により、更に広域的な応援

を必要とする場合など本協定による応援の継続等が困難である場合については、県、国などに応援

要請するなど、臨機に対応するものとする。 

 

８ 施行 

  この実施細目は平成２６年４月２２日から施行する。 
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資料２－１－２ 

 

西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 

 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、西播磨地域５市６町（以下「締結市町」という。）が、西播磨地域を構成する

一員として、協同の精神に基づき、連携して西播磨地域の広域防災体制を確立するために必要な事

項について定めるとともに、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項の規定に基づ

き、西播磨地域において災害が発生し、被災市町では十分な応急措置ができない場合に、相互に協

力し、被災市町の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項について定めるものと

する。 

 （連絡担当部局） 

第２条 締結市町は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとす

る。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （応援の事項） 

第３条 応援の事項は、次のとおりとする。 

 (1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材及び物資のあっせん又は提供 

 (2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 (3) 被災者の受入れ 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請） 

第４条 応援を受けようとする市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を明らかにして、

他の締結市町に対し、文書により要請を行うものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口

頭又は電話等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援の場所及びその場所への経路 

 (5) 応援を必要とする期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 （応援の実施） 

第５条 締結市町は、応援の要請があったときは、極力これに応ずるものとする。 

 （応援の自主出動等） 

第６条 応援をする市町（以下「応援市町」）という。）は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等に

より被応援市長と連絡がとれない場合には、第４条に定める応援要請を待たないで、自主的な情報

収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行うことができる。 

 この場合には、第４条に定める応援要請があったものとみなす。 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第７条 応援のため派遣された職員は、被応援市町長等の指揮の下に活動する。 
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（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とする。 

２ 被応援市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市町から要請があった

場合には、応援市町は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 （平常時の活動） 

第９条 締結市町は、次の各号に掲げる事項を実施するなど、この協定に基づく応援が円滑に行われ

るよう努めるものとする。 

 (1) 連絡会の開催 

 (2) 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

 (3) 防災訓練及び住民の啓発等 

 (4) 救援に必要な物資等の備蓄 

 (5) その他災害時の相互応援に必要な事項 

 （広域防災計画の策定） 

第10条 締結市町は、広域防災体制を確立するため、協同して、西播磨地域に係る広域的災害対策に

関して必要な事項を定めた広域防災計画を策定するものとする。 

 （他の協定との関係） 

第11条 この協定は、締結市町及び締結市町の各機関が別に消防組織法（昭和22年法律第226号）第21

条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に

基づく応援を排除するものではない。 

 （実施の細目） 

第12条 この協定の実施に関し必要な事項については、締結市町が協議の上、別に定めるものとする。 

 （補 則） 

第13条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、締結市町が協議の上、決定す

るものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成８年（1996年）４月１日から効力を生じるものとする。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）４月１日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成８年４月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止する。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）10月１日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年４月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止する。 

   附 則 

 １ この協定は、平成17年（2005年）11月７日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年10月１日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止する。 

   附 則 

 １ この協定は、平成18年（2006年）３月27日から効力を生じるものとする。 

 ２ 平成17年11月７日付けで締結した西播磨地域災害時等相互応援に関する協定は、廃止する。 

 

 上記協定締結の証として本協定書を１１通作成し、締結市町長記名押印のうえ、各１通を保有する。 
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平成１８年（2006年）３月２７日 

 

       姫路市長   石見利勝       相生市長   谷口芳紀 

       赤穂市長   豆田正明       宍粟市長   白谷敏明 

       たつの市   西田正則       市川町長   尾﨑光雄 

福崎町長   嶋田正義       神河町長   足立理秋 

       太子町長   首藤正弘       上郡町長   安則眞一 

       佐用町長   庵逧典章 
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西播磨地域災害時等相互応援に関する協定実施細目 

 

１ 趣旨 

  この実施細目は、「西播磨地域災害時等相互応援に関する協定」（以下「協定」という）の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 連絡主管市町及び連絡体制 

(1) 応援活動を円滑に実施するため、次表のとおり連絡主管市町及び地域代表市町を定める。 

被 災 市 町 連 絡 体 制 

地  域 地 域 市 町 連絡主管市町 地 域 代 表 市 町 

姫路地域 姫路市 赤穂市 相生市・宍粟市・神河町・佐

用町 

揖龍・相生地域 相生市・たつの市・太子町 宍粟市 姫路市・赤穂市・神河町・佐

用町 

赤穂地域 赤穂市・上郡町 姫路市 相生市・宍粟市・神河町・佐

用町 

神崎地域 市川町・福崎町・神河町 相生市 姫路市・赤穂市・宍粟市・佐

用町 

宍粟地域 宍粟市 姫路市 相生市・赤穂市・神河町・佐

用町 

佐用地域 佐用町 相生市 姫路市・赤穂市・宍粟市・神

河町 

 

(2) 連絡及び応援要請等の連絡体制 

 

 

  ① 災害が発生した場合は、被応援市町は速やかに連絡主管市町に被害状況等を文書（別紙様式

１）により連絡し、連絡を受けた連絡主管市町は、被応援市町の被害状況等を各地域代表市町

へ連絡する。 

  ② 各地域代表市町は、連絡主管市町からの連絡を地域各市町へ連絡する。 

  ③ 連絡主管市町は、所管の被応援市町が甚大な被害を被り、被災状況等を連絡できないときに

は、独自に調査の上、各地域代表市町へ連絡する。 

  ④ 文書により連絡するいとまがない場合には、口頭又は電話等により連絡する。 

(3) 連絡主管市町の業務 

  ① 被災市町の情報収集と状況把握 

  ② 災害応急活動等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

  ③ 被害状況及び応援要請内容の連絡調整 

  ④ 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

  ⑤ 応援活動等に関する県との連絡調整 

  ⑥ 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

地域各市町 各地域代表市町 

町 

連絡主管市町 

町 

被災市町 

町 
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(4) 応援要請及び調整 

  ① 被応援市町は、連絡主管市町に対し、応援要請書（別紙様式２）により可能な限り内容を明

記して、応援を要請する。ただし、そのいとまがない場合には、口頭又は電話等により要請を

行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

  ② 要請を受けた連絡主管市町は、速やかに他の市町と調整の上、応援内容を決定し、被応援市

町に連絡する。 

  ③ 被応援市町以外の市町は、連絡主管市町から被応援市町への応援を要請された場合、被応援

市町から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 

(5) 応援の自主出動の連絡 

   応援要請を待たずに自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で応援する場合は、連絡主管

市町に連絡する。 

 

３ 応援経費の負担等 

(1) 応援職員の派遣に要する経費の負担等については、次のとおりとする。 

  ① 被応援市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算定した当該応援職員の旅

費の額及び諸手当の額の範囲とする。 

  ② 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

た場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町の負担とする。 

  ③ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

たものについては被応援市町が、被応援市町への往復途中において生じたものについては応援

市町が賠償の責めに任ずる。 

  ④ その他応援職員の派遣に要する経費については、被応援市町及び応援市町が協議して定める。 

(2) 応援市町は、応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した

額について、被応援市町に請求する。 

  ① 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

  ② 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

(3) 請求は、応援市町の市町長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由して被応

援市町の長に請求する。 

(4) 前記により難いときは、被応援市町及び応援市町が協議して定める。 

(5) 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、この規定を準用する。 

 

４ 応援の実施 

(1) 応援職員は、応援市町名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにする。 

(2) 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

(3) 被応援市町は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与する。 
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５ 資料・情報等の交換 

  相互応援のための地域防災計画及び次の資料を相互に交換する。 

(1) 災害時の連絡窓口（連絡担当部課名、電話番号）、担当責任者及び同補助者の職氏名及びその

他連絡に必要な事項（別紙 連絡担当者表） 

(2) 緊急物資及び資機材の保有状況 

(3) その他必要と考えられる事項 

 

６ 防災担当者会議の設置 

  別に定める要綱により西播磨地域防災担当事務主管者会議を設置し、協定に掲げる次の事項の推

進を図る。 

(1) 広域防災体制及び防災協力体制の整備並びに広域防災計画の策定 

(2) その他協定に基づく次の活動 

  ① 連絡会の開催 

  ② 地域防災計画その他必要な資料の相互交換 

  ③ 防災訓練及び住民の啓発等 

  ④ 救援に必要な物資等の備蓄 

  ⑤ その他災害時の相互応援に必要な事項 

 

７ 施行 

  この実施細目は平成１８年３月２７日から施行する。 
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資料２－１－３ 

兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定  

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条第１項及び第 68 条第 1 項

の規定に基づき、県内で災害が発生し、被災した市町のみでは十分な対策を講じることができない

場合に、兵庫県（以下「県」という。）及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に実施するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

 (1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供 

 (2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 (3) 被災者の受入れ 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援の要請） 

第３条 応援を受けようとする被災市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を可能な限り

明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、文書により要請するいとまのな

い場合は、電話、ファクシミリ又は兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等により応援の

要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援の場所及びその場所への経路 

 (5)  応援を必要とする期間 

 (6)  前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の応援も

含めた応援計画を作成し、被応援市町に、応援計画を通知するものとする。 

３ 県及び応援を行う市町（以下「応援市町」という。）は、最大限その責務を果たすよう努めるも

のとする。 

４ 第１項による要請をもって、被応援市町から各応援市町に対しての応援の要請があったものとみ

なす。 

 

（市町を指定した応援要請） 

第４条 被応援市町は、あらかじめ指定した県内の市町（以下「応援指定市町」という。）に、応援

を要請することができる。 

２ 前項に規定する応援については、前２条の規定を準用する。 

３ 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。 

４ 被応援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる、なお、この

場合において、被応援市町は事後必ず県にその旨連絡するものとする。 
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（自主応援） 

第５条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、

自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第３条又は第４条による

被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。 

２ 前項の場合、第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

    

（経費の負担） 

第６条 県又は市町が前３条の規定に基づく応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担とす

る。 

２ 被応援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援

を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

 

（平時の活動） 

第８条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施する

よう努めるものとする。 

(1) 地域防災計画その他必要な資料の提供 

 (2) 県と市町との連絡会等の開催 

 (3) その他必要な事項 

 

（補則） 

第９条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上､別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとす

る。 

 

   附 則 

 この協定は、平成１８年１１月１日から施行する。 

 この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、兵庫県知事及び各市町長が記名押印の上、

兵庫県知事、兵庫県市長会会長及び兵庫県町村会会長が各１通を保有し、他の市町長はその写しを保

有する。 

 

平成１８年１１月１日 

              

兵庫県  兵庫県知事   井 戸 敏 三 

 

神戸市  神戸市長    矢 田 立 郎 

姫路市  姫路市長    石 見 利 勝 
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尼崎市  尼崎市長    白 井   文    

明石市  明石市長    北 口 寛 人    

西宮市  西宮市長    山 田   知    

洲本市  洲本市長    柳   実 郎    

芦屋市  芦屋市長    山 中   健    

伊丹市  伊丹市長    藤 原 保 幸    

相生市  相生市長    谷 口 芳 紀    

豊岡市  豊岡市長    中 貝 宗 治    

加古川市 加古川市長   樽 本 庄 一    

たつの市 たつの市長   西 田 正 則    

赤穂市  赤穂市長    豆 田 正 明    

西脇市  西脇市長    來 住 壽 一    

宝塚市  宝塚市長    阪 上 善 秀    

三木市  三木市長    籔 本 吉 秀    

高砂市  高砂市長    岡   恒 雄  

川西市  川西市長    大 塩 民 生      

小野市  小野市長    蓬 莱   務    

三田市  三田市長    岡 田 義 弘    

加西市  加西市長    中 川 暢 三    

篠山市  篠山市長    瀬 戸 亀 男    

養父市  養父市長    梅 谷   馨    

丹波市  丹波市長    辻  重 五 郎    

南あわじ市 南あわじ市長 中 田 勝 久    

朝来市  朝来市長    井 上 英 俊    

淡路市  淡路市長    門   康 彦    

宍粟市  宍粟市長    白 谷 敏 明    

加東市  加東市長    山 本 廣 一    

猪名川町 猪名川町長   真 田 保 男    

多可町  多可町長    戸 田 善 規 

稲美町  稲美町長    古 谷   博 

播磨町  播磨町長    清 水 ひろ子 

神河町  神河町長    足 立 理 秋 

市川町  市川町長    尾 﨑 光 雄 

福崎町  福崎町長    嶋 田 正 義 

太子町  太子町長    首 藤 正 弘 

上郡町  上郡町長    安 則 眞 一 

佐用町  佐用町長    庵 逧 典 章 

香美町  香美町長    藤 原 久 嗣 

新温泉町 新温泉町長   馬 場 雅 人 
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＜
別
紙
＞
 
応
援
要
請
の
手
続
き
 

１
 
通
常
（
応
援
要
請
先
を
特
定
せ
ず
に
要
請
す
る
場
合
）
の
応
援
要
請
（
協
定
第
３
条
関
係
）

 

 
①
 
被
応
援
市
町
は
、
自
地
域
を
管
轄
す
る
兵
庫
県
災
害
対
策
地
方
本
部
（
以
下
「
地
方
本
部
」
と
い
う
。）

に
応
援
要
請
す
る
。

 

 
②
 
被
応
援
市
町
か
ら
応
援
要
請
を
受
け
た
地
方
本
部
は
、
兵
庫
県
災
害
対
策
本
部
（
以
下
「
県
本
部
」
と
い
う
。）

に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
③
 
県
本
部
で
は
、
県
の
応
援
能
力
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
各
県
民
局
単
位
で
応
援
の
割
り
振
り
等
の
応
援
計
画
原
案
を
作
成
す
る
。

 

 
④
 
県
本
部
は
、
応
援
計
画
原
案
に
基
づ
き
、
被
災
地
域
外
の
県
民
局
を
通
じ
、
被
災
地
域
外
の
市
町
に
、
応
援
の
実
施
に
つ
い
て
要
請
・
調
整
す
る
。

 

 
⑤
 
被
災
地
域
外
の
県
民
局
は
、
地
域
内
の
市
町
の
対
応
を
と
り
ま
と
め
、
県
本
部
に
報
告
す
る
。

 

 
⑥
 
県
本
部
は
、
応
援
の
内
容
を
最
終
的
に
定
め
、
応
援
計
画
を
作
成
す
る
。

 

 
⑦
 
県
本
部
は
、
作
成
し
た
応
援
計
画
を
地
方
本
部
（
県
民
局
）
を
通
じ
て
、
被
応
援
市
町
に
通
知
す
る
。

 

 
⑧
 
応
援
計
画
に
基
づ
き
、
県
又
は
応
援
市
町
が
そ
れ
ぞ
れ
応
援
を
行
う
。

 

 
※
１
 
緊
急
を
要
す
る
と
き
、
連
絡
が
つ
か
な
い
と
き
等
の
場
合
、
被
応
援
市
町
は
県
本
部
に
、
直
接
、
応
援
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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災
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他
の
地
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⑤
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方
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②
応
援
要
請
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絡

 
 
 
 
③
応
援
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画
原
案
作
成
 
④
応
援
実
施
要
請
・
調
整

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
⑦
応
援
計
画
通
知

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
１
 

 

   

－ 43 －

�
�

�



 
 

２
 
応
援
指
定
市
町
に
直
接
要
請
す
る
場
合
（
協
定
第
４
条
関
係
）

 

 
①
 
緊
急
を
要
す
る
場
合
、
被
応
援
市
町
は
、
直
接
、
地
域
外
の
特
定
の
市
町
（
応
援
指
定
市
町
）
に
応
援
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
②
 
要
請
を
受
け
た
応
援
指
定
市
町
は
、
応
援
要
請
に
対
す
る
可
否
を
速
や
か
に
被
応
援
市
町
に
連
絡
し
、
応
援
を
実
施
す
る
。

 

 
③
 
被
応
援
市
町
は
、
応
援
指
定
市
町
に
対
し
応
援
要
請
し
た
旨
を
、
自
地
域
の
地
方
本
部
に
連
絡
す
る
。

 

 
 
（
応
援
指
定
市
町
が
対
応
で
き
な
い
場
合
は
、
通
常
の
方
法
で
要
請
）

 

④
 
要
請
を
受
け
た
応
援
指
定
市
町
は
、
要
請
を
受
け
た
旨
及
び
要
請
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
、
自
地
域
を
所
轄
す
る
県
民
局
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑤
 
③
及
び
④
の
連
絡
を
受
け
た
地
方
本
部
（
県
民
局
）
は
、
県
本
部
に
連
絡
す
る
。
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 ３
 
自
主
的
情
報
収
集
に
よ
る
応
援
（
協
定
第
５
条
関
係
）

 

 
①
 
被
災
市
町
と
連
絡
が
つ
か
な
い
な
ど
、
被
害
状
況
・
応
援
内
容
が
判
明
し
な
い
と
き
は
、
地
方
本
部
は
、
自
主
的
に
情
報
収
集
を
行
う
。

 

 
②
 
被
災
市
町
か
ら
の
応
援
要
請
が
な
い
場
合
で
も
、
自
主
的
情
報
収
集
活
動
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
応
援
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
地
方
本
部
が
自
主
的
情
報
収
集
の
結
果
、
本
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
応
援
要
請
内
容
を
県
本
部
に
伝
達
す
る
。

 

 
③
 
県
本
部
に
伝
達
さ
れ
た
後
の
手
続
き
は
、
１
③
以
降
と
同
じ
。
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兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定実施要領  

 

（趣旨） 

第１条 この実施要領は、「兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定」（以下「協定」という。）の実

施に関し、必要な事項を定める。 

 

（連絡窓口） 

第２条 県及び市町は、応援に関する連絡調整を円滑に進めるため、連絡担当部局をあらかじめ定め

るものとする。 

２ 各市町は、前項に規定する連絡担当部局を変更したときは、速やかに県（当該市町を所轄する県

民局）に報告するものとする。 

 

（情報の収集及び伝達方法） 

第３条 被災市町は、速やかに被害状況の把握に努め、災害情報の伝達を行うとともに、県及びその

他の市町にあっては情報収集に努めるものとする。 

２ 情報収集及び伝達は、兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム、電話、ファクシミリ、衛

星通信又は職員の派遣等により行うものとする。 

 

（応援の内容） 

第４条 協定第２条第１号から第３号までに規定する応援の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 物  資  飲料水、食糧、生活必需物資、医薬品等 

 (2) 資 機 材  給水車、物資輸送車、ゴミ収集車、し尿処理車、重機、バイク、自転車、   

仮設トイレ、仮設風呂、テント、発電機等 

 (3) 施  設  避難所、福祉施設、公共宿泊施設、火葬場、ゴミ焼却場等 

 (4) 派遣職員  県職員、市町職員 

 

（応援の要請手続き） 

第５条 被応援市町は、県及び市町に対し、応援要請書(様式第１号）により応援を要請するものとす

る。 

２ 県が、被応援市町の要請に対する応援計画を定めたときは、応援計画書（様式第２号）により関

係市町に通知するものとする。 

３ 被応援市町に対する応援を速やかに行うため、県災害対策地方本部(県民局)は、被災市町と県災

害対策本部並びに応援市町と県災害対策本部間における応援内容の調整を行うものとする。 

４ 被災市町は、緊急を要するとき、県災害対策地方本部(県民局)に連絡がつかないとき等の場合、

県災害対策本部に、直接、応援を要請することができる。 

５ 協定第３条から第５条までの規定による応援要請の手続きは別紙のとおりとする。 

６ 応援要請の有無に関わらず応援活動を実施した県及び市町は、応援活動報告書（様式第３号）に

より被応援市町に報告するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 協定第６条に定める経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次
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の各号に掲げるところにより、被応援市町が負担する。 

(1) 応援職員の所属する県又は市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費 

(2) 応援職員が応援業務に従事中、第三者に損害を与えた場合の補償費 

(3) 応援物資、資機材の購入費、運搬費及び修理代 

２ 前項第２号に定める補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与えた場合

の補償費については、被応援市町と応援を行った県又は市町が協議して定める。 

３ 協定第５条の自主的な情報収集活動に要する経費は、その活動を行った県又は市町が負担する。 

４ 協定第６条第２項の規定により応援に要した経費を一時繰替え支弁した場合、応援を行った県又

は市町は、当該経費の額を県知事又は市町の長名による請求書により関係書類を添付のうえ、被応

援市町に請求するものとする。 

５ 前各項により難い場合については、被応援市町と応援を行った県又は市町がその都度協議して定

めるものとする。 

 

   附 則 

 この実施要領は、平成 18 年 11 月１日から適用する。 
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資料２－１－４ 

 

中 核 市 災 害 相 互 応 援 協 定 

 

 中核市各市（以下「協定市」という）は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた都

市（以下「被災市」という）が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこた

え、当該災害により被害を受けていない市が友愛的精神に基づき、相互に応援協力し、被災市の災害

応急対策、災害復旧及び災害からの復興を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

 （応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資器材及び物資

の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救助及び応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

２ 被災市は、災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信をすること

ができなくなったときは、協定市に対し、当該災害情報等を協定市のホームページに掲載すること

を要請することができる。 

 （応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第５条に定める連絡担当部局を

通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を

記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１項第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、

数量等 

 (3) 前条第１項第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに業務

内容 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第３条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ

応援活動に努めるものとする。 

２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災市以外の協

定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。 

 （応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。 

 （連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を相互に交換するものとする。 
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 （資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考

資料を相互に交換するものとする。 

 （会議） 

第７条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中核市市長会

事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。 

 （事務局） 

第８条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会長の属する

市に事務局を設置する。 

 （雑則） 

第９条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は、特段

の事情のない限り、協定市はこれを受け入れるものとする。 

 （その他） 

第１０条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３

９条第２項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協

定等に基づく応援を排除するものではない。 

第１１条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協

議して定めるものとする。 

 （協定の発効） 

第１２条 この協定は、令和３年４月１日から効力を発生するものとする。 

 

 令和３年 ４月 １日 

 

     松 本 市    松 本 市 長   臥 雲 義 尚 

     一 宮 市    一 宮 市 長   中 野 正 康 

 

函 館 市    函 館 市 長   工 藤 壽 樹 

旭 川 市    旭 川 市 長   西 川 将 人 

青 森 市    青 森 市 長   小 野 寺  晃 彦 

     八 戸 市    八 戸 市 長   小  林       眞  

秋 田 市    秋 田 市 長   穂 積  志 

     山 形 市    山 形 市 長    佐 藤 孝 弘 

     福 島 市    福 島 市 長   木 幡  浩 

郡 山 市    郡 山 市 長   品 川 萬 里 

い わ き 市    い わ き 市 長   清 水 敏 男 

盛 岡 市    盛 岡 市 長   谷 藤 裕 明 

宇 都 宮 市    宇 都 宮 市 長   佐 藤 栄 一 

越 谷 市    越 谷 市 長   高 橋  努 

川 越 市    川 越 市 長   川 合 善 明 

     川 口 市    川 口 市 長   奥 ノ 木  信 夫 

船 橋 市    船 橋 市 長   松 戸  徹 
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横 須 賀 市    横 須 賀 市 長   上 地 克 明 

水 戸 市    水 戸 市 長   高 橋  靖 

柏       市    柏    市  長   秋 山 浩 保 

前 橋 市    前 橋 市 長   山 本  龍 

高 崎 市    高 崎 市 長   富 岡 賢 治 

八 王 子 市    八 王 子 市 長   石 森 孝 志 

富 山 市    富 山 市 長   森  雅 志 

金 沢 市    金 沢 市 長   山 野 之 義 

     福 井 市    福 井 市 長    東 村 新 一 

甲 府 市    甲 府 市 長    樋 口 雄 一 

長 野 市    長 野 市 長   加 藤 久 雄 

岐 阜 市    岐 阜 市 長   柴 橋 正 直 

豊 橋 市    豊 橋 市 長   浅 井 由 崇 

岡 崎 市    岡 崎 市 長   中 根 康 浩 

高 槻 市    高 槻 市 長   濱 田 剛 史 

枚 方 市    枚 方 市 長   伏 見  隆 

     八 尾 市    八 尾 市 長   大 松 桂 右 

     寝 屋 川 市    寝 屋 川 市 長    広 瀬 慶 輔 

     吹 田 市    吹 田 市 長   後 藤 圭 二 

東 大 阪 市    東 大 阪 市 長   野 田 義 和 

姫 路 市    姫 路 市 長   清 元 秀 泰 

     和 歌 山 市    和 歌 山 市 長   尾 花 正 啓 

大 津 市    大 津 市 長   佐 藤 健 司 

豊 中 市    豊 中 市 長   長 内 繁 樹 

     明 石 市    明 石 市 長   泉  房 穂 

       西 宮 市    西 宮 市 長   石 井 登 志 郎 

     奈 良 市    奈 良 市 長   仲 川 げ ん 

尼 崎 市    尼 崎 市 長   稲 村 和 美 

     鳥 取 市    鳥 取 市 長   深 澤 義 彦 

     松 江 市    松 江 市 長   松 浦 正 敬 

倉 敷 市    倉 敷 市 長   伊 東 香 織  

呉 市    呉 市 長   新 原 芳 明 

福 山 市    福 山 市 長   枝 広 直 幹 

下 関 市    下 関 市 長   前 田  晋 太 郎 

高 松 市    高 松 市 長   大 西 秀 人 

松 山 市    松 山 市 長   野 志 克 仁 

高 知 市    高 知 市 長   岡 﨑 誠 也 

長 崎 市    長 崎 市 長   田 上 富 久 

佐 世 保 市    佐 世 保 市 長   朝 長 則 男 

大 分 市    大 分 市 長   佐 藤 樹 一 郎 

宮 崎 市    宮 崎 市 長   戸 敷  正 
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鹿 児 島 市    鹿 児 島 市 長   下 鶴 隆 央 

久 留 米 市    久 留 米 市 長   大 久 保  勉 

        那 覇 市    那 覇 市 長    城 間 幹 子 

 

      協定締結権者 

    豊 田 市    豊 田 市 長   太 田 稔 彦 

 

「中核市災害時相互応援に関する協定」 

  平成８年10月24日締結 

・12市（宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、  

      浜松市、堺市、姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市） 

  平成９年12月22日締結 

  ・17市（上記の他、秋田市、郡山市、和歌山市、長崎市 大分市）  

  平成10年６月24日締結 

   ・21市（上記の他、豊田市、福山市、高知市、宮崎市） 

 「中核市災害相互応援協定」 

  平成11年５月19日締結 

   ・25市（上記の他、いわき市、長野市、豊橋市、高松市） 

  平成12年４月28日締結 

・27市（上記の他、旭川市、松山市） 

 平成13年７月27日締結 

   ・28市 (上記の他、横須賀市)  

平成14年８月２日締結 

   ・30市 (上記の他、奈良市、倉敷市) 

平成15年９月１日締結 

・35市（上記の他、川越市、船橋市、相模原市、岡崎市、高槻市） 

 平成17年９月１日締結 

・35市（上記の他、東大阪市、なお、静岡市は政令市に移行のため脱会） 

平成18年１月26日締結 

・37市（上記の他、函館市、下関市） 

平成18年11月10日締結 

・37市（上記の他、青森市、なお、堺市は政令市に移行のため脱会） 

平成20年10月20日締結 

・39市（上記の他、柏市、久留米市、盛岡市、西宮市、 

なお、新潟市、浜松市は政令市に移行のため脱会） 

平成21年9月1日締結 

・41市（上記の他、前橋市、大津市、尼崎市、 

なお、岡山市は政令市に移行のため脱会） 

平成23年5月2日締結 

・41市（上記の他、高崎市、なお、相模原市は政令市に移行のため脱会） 

平成24年4月1日締結 

〔経  緯〕 

－ 50 －



  

・41市（上記の他、豊中市、なお、熊本市は政令市に移行のため脱会） 

平成25年4月1日締結 

・42市（上記の他、那覇市） 

  平成26年4月1日締結 

  ・43市（上記の他、枚方市） 

  平成27年4月1日締結 

  ・45市（上記の他、八王子市、越谷市） 

 平成28年4月1日締結 

  ・47市（上記の他、呉市、佐世保市） 

 平成29年1月1日締結 

  ・48市（上記の他、八戸市） 

 平成30年4月1日締結 

  ・54市（上記の他、福島市、川口市、八尾市、明石市、鳥取市及び松江市） 

 平成31年4月1日締結 

  ・58市（上記の他、山形市、福井市、甲府市及び寝屋川市） 

 令和2年4月1日締結 

  ・60市（上記の他、水戸市、吹田市） 

 令和3年4月1日締結 

  ・62市（上記の他、松本市、一宮市） 
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            中核市災害相互応援協定実施細目                                            

 

（趣旨） 

第１条 中核市災害相互応援協定第１１条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（経費等の負担） 

第２条 協定第１条第１号から第３号までの規定の応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は応援

を要請した市（以下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は応援をした市（以下

「応援市」という。）の負担とする。 

(1) 協定第１条第１号及び第２号に掲げる食糧等の購入費及び輸送費 

(2) 協定第１条第３号の車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理

費 

２ 協定第１条第４号の応援（以下「応援業務」という。）に要する経費の負担については、次のと

おりとする。 

(1) 応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）の旅費及び諸手当は、応援市の条例

等の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内において応援要請市の負担とする。 

(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疫病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合に

おける公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。 

(3) 応援職員が応援業務中第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に

生じたものに係る賠償については応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたも

のに係る賠償については応援市の負担とする。 

(4) 前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間

で協議して定める。 

３ 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

４ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。 

５ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものと

する。 

（経費の請求） 

第３条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書（関係書類添付）により、連絡担

当部局を経由して応援要請市の長に宛てて行うものとする。 

２ 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、前条及び前項の規定を準用する。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定第５条の規定により協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び

同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

（その他） 

第５条 この実施細目により難い事項及び実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるも

のとする。 

（実施細目の発効） 

第６条 この実施細目は、令和３年４月１日から効力を発生するものとする。 
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           「中核市災害相互応援協定」に係る申し合わせ                                                          

 

                    平成８年１０月１４日合意 

                    平成１１年６月９日中核市連絡会防災担当者会議総会決議 

 

 協定市は本協定の運用にあたり次のことを申し合わせる。 

 

１ 協定の性格 

  本協定は災害により被害を受けていない都市が友愛的精神に基づき援助の手を差し伸べるとい

う紳士協定である。従って第３条並びに第７条にも規定されているように努力義務であり、他の

協定等を排除するものではない。 

  従って、 

  (1) 災害時、国、府県の要請等は本協定に優先するものである。 

  (2) 本協定は地方自治法第９６条の議決事項ではない。 

 

２ 他の災害への準用 

  本協定による災害は災害対策基本法による災害を前提としているが、本協定はその他の災害に

ついてもこの協定に準じて対応していく精神を有するものである。 

 

３ 協定の条文解釈 

 (1) 第１条第１号中、「その供給に必要な資器材」とは例えば給水に必要なポリタンク及びタン

ク車、食糧等物資輸送に必要な車両、また、炊き出しに必要な調理器具等をいう。 

 (2) 第２条中、「速やかに協定市に送付しなければならない。」という表現は本来強制用語であ

るが、要請をした側は当然速やかに事務処理をすべきであるという意味で事務処理の適正を期

するものであるので、紳士協定である本協定に矛盾しない。 

 (3) 第３条第１項中、「法令その他特別に定めがある場合」とは災害対策基本法等に基づく府県

及び他の市町村の応援要請等をいう。 

 (4) 第４条中、「協定市が協議して定める。」とは協定実施細目をいう。 

 (5) 第５条中、「あらかじめ相互応援のための連絡担当部局」とは各市防災担当所管課とする。 

 (6) 第１１条中、「この協定に定めのない事項」とは、新たに中核市に移行した市に対し、本協

定への加入を呼びかけること等をいう。 

 (7) 実施細目第２条第４項中、「応援職員は災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携

帯するもの」とあるが、これは職員が応援に際して当座のものを携帯するということで、その

後必要となった、被服、食糧等については同条第２項第４号に基づき応援要請市と応援市との

間で協議する。 
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中核市災害相互応援協定の運用マニュアル                                                      

 

                  平成１１年 ６月 ９日 中核市連絡会防災担当者会議総会決議 

            改正  平成２３年 ７月２９日 中核市連絡会防災担当者会議総会決議 

            改正  平成２３年１１月 １日 中核市連絡会防災担当者会議総会決議 

改正  令和  ２年  ７月 １日 中核市市長会防災担当者会議総会決議 

改正  令和  ４年  ５月２７日 中核市市長会防災担当者会議総会決議 

 

１ 応援の要請方法 

 (1) 協定第２条に掲げる文書は、応援要請書（様式１）とし、電話等により応援を要請する場合

においても、可能な限りその内容に準じて行うものとする。 

 (2) 応援の要請は、被災市の所属するブロックの幹事に対し行うものとする。 

 (3) 被害がブロック全体に及ぶ災害の場合は、幹事が取りまとめのうえで会長に対し、要請を行

うものとする。また、取りまとめが不可能なときは各被災市が直接会長に要請を行うことがで

きる。 

 (4) 応援要請書は、会長市に送付するものとする。 

 

２ 情報伝達 

 (1) 幹事は、被災市の被害状況を会長へ報告するものとする。 

 (2) 会長は、報告を受けた内容を各協定市に連絡担当部局を通じ伝達するものとする。 

 

３ 応援計画 

 (1) 応援要請を受けた幹事は、被災市を除くブロック内の協定市と連絡担当部局を通じ、応援活

動について協議する。 

 (2) 前号により応援活動を決定した応援市は、応援計画を応援計画書（様式２）により、被災市

及び幹事に通知する。 

 (3) 幹事は、ブロック内応援市の応援計画を会長へ報告する。 

 (4) 幹事は、ブロック内での応援活動が困難と判断したときは、会長へ応援を要請することがで

きる。 

 (5) 会長は、被災ブロックの幹事から応援の要請を受けたときは、規約第６条第２項応援チーム

の応援隊長市（応援チーム内で被災市に最も近い協定市がなり、応援チームを代表しチーム内

の取りまとめを行う）へ要望事項を伝達するものとし、要請を受けた応援隊長市はそのチーム

内の協定市と応援活動を協議し、規約第６条第１項ブロック内の被災市以外の協定市と協力し

ながら応援するものとする。 

 

４ 応援の完了 

 (1) 応援市は、応援活動が完了し被災市の状況が安定した後、細目第２条に基づき応援業務に要

した経費を算定し、応援を要請した協定市に請求するものとする。 

 (2) 応援市は、前項に掲げる経費について、会長に報告する。 

 (3) 会長は、応援活動が完了したとき又は応援活動が長期にわたる場合は随時、協定市に応援の

内容を報告するものとする。 

 

５ 自主応援活動 
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 (1) 協定第３条第２項の規定により自主応援活動を行う場合は、被災市の属するブロックの幹事

が連絡調整し、自主応援活動を行うものとする。 

 (2) 自主応援活動を行う場合の手続きについては、このマニュアルの規定を準用する。 

 

６ 任務の代行 

  このマニュアルにおいて、会長又は幹事の属する市が被災市となったときは、それぞれ副会長

又は副幹事がその任務を遂行するものとする。また、副会長についてはその在任期間の長い市か

ら第１順位とし、同一在任期間の市が複数の場合、被災市に遠い順とする。  

 

７ その他 

  この運用マニュアルに記載のない事項は、会長市(会長市が被災市となったときは、副会長市)が、

各市の被災状況及び意向を考慮し、対応を決定する。 

※ 参考 中核市市長会防災担当者会議規約（令和４年５月27日） 

別表１ 

ブロック名称 地方 構  成  市 

北海道・東北・関東 

ブロック 

（28 市） 

北海道・東北地方 函館市、旭川市、青森市、秋田市、郡山市、 いわ

き市、盛岡市、山形市、八戸市、福島市 

関東地方 宇都宮市、川越市、船橋市、横須賀市、八王子市、

柏市、前橋市、高崎市、藤沢市、越谷市、川口市、

水戸市、つくば市、所沢市、春日部市、草加市、市

川市、町田市 

中部ブロック 

（14 市） 

北陸・甲信越地方 富山市、金沢市、長野市、福井市、甲府市、松本市 

東海地方 岐阜市、豊橋市、岡崎市、豊田市、四日市市、津

市、一宮市、春日井市 

近畿・中国ブロック 

（20 市） 

近畿地方 高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市 

和歌山市、大津市、枚方市、西宮市、尼崎市、豊中

市、明石市、八尾市、寝屋川市、吹田市 

中国地方 倉敷市、福山市、下関市、呉市、鳥取市、松江市 

四国・九州ブロック 

（11 市） 

四国地方 高松市、松山市、高知市 

九州地方 長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、久留米市、那

覇市、佐世保市、佐賀市 

別表２ 

応援チーム

番号 
中  核  市  名 

①  
函館市・郡山市・宇都宮市・岡崎市・奈良市・松山市・長崎市・枚方市・鳥取市・

甲府市 

② 
いわき市・高崎市・柏市・長野市・大津市・福山市・大分市・八王子市・明石市・

寝屋川市・一宮市 

③ 
青森市・横須賀市・岐阜市・豊橋市・尼崎市・倉敷市・那覇市・越谷市・八尾市・

山形市・松本市 

④ 
旭川市・前橋市・豊田市・高槻市・姫路市・高知市・鹿児島市・呉市・福島市・福

井市 

⑤ 
秋田市・船橋市・金沢市・西宮市・和歌山市・下関市・宮崎市・佐世保市・川口

市、吹田市 

⑥ 
盛岡市・川越市・富山市・東大阪市・高松市・久留米市・豊中市・八戸市・松江

市、水戸市 
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資料２－１－５ 

 

榊原公ゆかり都市災害時相互応援に関する協定                                                    

 

 姫路市と上越市、館林市、豊田市（以下「ゆかり都市」という。）は、災害対策基本法（昭和36年

法律第223号）第８条２項の規定に基づき、ゆかり都市において災害が発生した場合における相互応

援について、次のとおり協定する。 

 

 （応援の種類） 

第１条 応援の種類は次のとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 救援及び救助活動に必要な車輌等の提供 

 (3) 被災者の救出、医療、防疫並びに応急復旧に必要な医薬品等物資及び資機材の提供 

 (4) 救援、応急復旧に必要な職員の派遣 

 (5) 被災者の受入れ 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項 

 （応援要請手続） 

第２条 応援を要請する市（以下「要請都市」という。）は、次の事項を明らかにして、第８条第１

項に定める連絡担当部局に対して電話電信により要請し、後日、速やかに文書を送付するものとす

る。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車輌、資機材の

種類、品名、数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数及び業務内容 

 (4) 前条第５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数 

 (5) 応援場所及び応援場所への経路 

 (6) 応援期間 

 (7) その他必要な事項 

 （応援の実施） 

第３条 応援を要請された市（以下「応援都市」という。）は、自らの業務に支障がない限り、極力

これに応じ、救援に努めるものとする。 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第４条 応援のため派遣された職員は、要請都市の市長等の指揮の下に活動するものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は原則として要請都市の負担とする。 

２ 要請都市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請都市から要請があった場

合には、応援都市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、その都度ゆかり都市が協議して定め

るものとする。 

 （損害賠償等） 
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第６条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

その活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合は、本人又はその遺

族に対する補償は、応援都市が対応するものとする。 

２ 応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が要請都市へ

の往復途中に生じたものを除き、要請都市がその賠償の責めを負うものとする。 

 （応援の自主出動） 

第７条 災害が発生し、被災市との連絡がとれない場合で、応援を行おうとする市が必要と認めたと

きは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づ

き必要な応援を行うものとする。 

２ 前項の応援に要した経費の負担については、第５条の規定を準用する。 

  ただし、被災地の情報収集活動に要する経費は、応援を行おうとする市の負担とする。 

 （連絡担当部局） 

第８条 ゆかり都市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに

緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第９条 ゆかり都市は、この協定による応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

 （その他） 

第10条 この協定の実施に関して必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、ゆかり都市が協議し

て定めるものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成８年（1996年）５月29日から効力を生じるものとする。 

 この協定を証するため、本協定書４通を作成し、各市長が署名押印のうえ、各１通を保有する。 

  平成８年５月29日 

               姫路市長   堀 川  和 洋                     

               上越市長   宮 越   馨                     

               館林市長   山 本  達 司                     

               豊田市長   加 藤  正 一                     
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資料２－１－６ 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

（趣旨） 

第１条 この協定は、姫路市、岡山市及び鳥取市（以下「協定市」という。）が、協定市のうち

いずれかの市において災害が発生し、当該災害を受けた市（以下「被災市」という。）が単独

では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市からの応援要請に基づき、被災市の応急対

策及び復旧対策を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救援、医療、防疫及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティア派遣の斡旋 

(6) 児童及び生徒の受入れ支援 

(7) 被災者に対する住宅の斡旋 

(8) 前各号に掲げるもののほか特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を要請する被災市（以下「応援要請市」という。）は、原則として、次に掲げる事

項を明らかにし、第６条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要

請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、資機材、車両

等の種類、品名及び数量等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された協定市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、

前条に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応

援（以下「自主出動」という。）を行うことができる。この場合においては、前条に定める応

援要請があったものとみなす。 

３ 自主出動した応援市は、応援内容等を被災市に速やかに連絡する。 

４ 自主出動した応援市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災市に提供する。 

 また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援要請市の負担とする。 

２  応援要請市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請市から要請が

あった場合には、応援市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 
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３  前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別途定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第６条 協定市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておく 

ものとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発 

生するおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（資料の交換） 

第７条 協定市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必 

要な資料を相互に交換するものとする。 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、協定市が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協 

議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、協定市は記名押印の上、各１ 

通を保有するものとする。 

 

 

平成２４年８月２６日 

姫路市長 石 見  利 勝 

 

岡山市長 髙 谷  茂 男 

 

鳥取市長 竹 内    功 
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災害時相互応援協定実施細目 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、姫路市、岡山市及び鳥取市（以下「協定市」という。）との間

で締結した災害時相互応援協定（以下「協定」という。）第９条の規定に基づき、協定

の実施に必要な事項を定めるものとする。 

（応援職員の派遣に要する経費の負担等） 

第２条 協定第５条第１項に定める経費のうち、協定第２条第４号に定める応援職員の派

遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。 

(1)  応援要請市（協定第３条第１項に規定する応援要請市をいう。以下同じ。）が負担

する経費の額は、応援市（協定第４条第１項に規定する応援市をいう。以下同じ。）

が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

(2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状

態となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。ただし、

被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請市の負担とする。 

(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事

中に生じたものについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じた

ものについては応援市が、賠償の責に任ずる。 

(4) 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請市

及び応援市が協議して定める。 

２ 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするもの

とする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与

する。 

（救援物資等の経費の支払方法） 

第３条 応援市は、協定第５条第２項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、

次に定めるところにより算出した額について、応援要請市に請求する。 

(1) 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(2)  車両、舟艇及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障

が生じた場合の修理費 

２ 前項に定める請求は、応援市の市長名による請求書に関係書類を添付の上、担当部局

を経由して応援要請市の市長に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、応援要請市及び応援市が協議して定める。 
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（連絡担当部局） 

第４条 協定第６条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担

当責任者及び同代理者の職氏名並びに電話番号その他必要な事項をあらかじめ相互に連

絡するものとする。 

（資料の交換） 

第５条 協定第７条の規定により、協定市は、資料の交換に伴い必要に応じ連絡担当部局

及び防災関係者等による意見交換等を開催するものとする。 

（その他） 

第６条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協 

議して定めるものとする。 

 

 この実施細目の締結を証するため、本書３通を作成し、協定市は記名押印の上、各１ 

通を保有するものとする。 

 

 

平成２４年８月２６日 

 

姫路市長 石 見  利 勝 

 

岡山市長 髙 谷  茂 男 

 

鳥取市長 竹 内    功 

 

－ 63 －

�
�

�



資料２－１－７ 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、姫路市と鳥取市（以下「締結市」という。）とが、姉妹都市としての友好・連

帯の精神に基づき、いずれかの市域において災害が発生し、被災市では十分な応急措置が実施でき

ない場合に、被災市の要請にこたえ、相互に協力し、被災市の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行

するために必要な事項を定めるものとする。 

 （応援の事項） 

第２条 応援の事項は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

 (5) ボランティアの斡旋 

 (6) 児童・生徒の受入れ 

 (7) 被災者に対する住宅の斡旋 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する市（以下「被応援市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、文書に

より要請するものとする。 

  ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被応援市と連絡がとれない場合には、前条

に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行う

ことができる。この場合には、前条に定める応援要請があったものとみなす。 

 （応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として被応援市の負担とする。 

２ 被応援市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請があった場

合には、応援市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等基準」に

定めるところによる。 

 （連絡担当部局） 

第６条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。 
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２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第７条 締結市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を

相互に交換するものとする。 

 （補 則） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、締結市が協議して定め

るものとする。 

 （補 則） 

第９条 この協定は、平成８年（1996年）１１月１日から適用する。 

 

 上記協定の締結の証として本協定書２通を作成し、締結市長記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

 平成８年（1996年）１１月１日 

                   姫路市長     堀 川  和 洋 

                   鳥取市長     西 尾  迢 富 
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応援経費の負担等基準                             

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

  第５条第１項に定める経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担に

ついては、次のとおりとする。 

 (1) 応援を受けた市（以下「被応援市」という。）が負担する経費の額は、応援をした市（以下

「応援市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の

範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

た場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。但し、被災地において応

急治療する場合の治療費は、被応援市の負担とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

たものについては被応援市が、被応援市への往復の途中において生じたものについては応援市

が賠償の責めに任ずる。 

 (4) (1)、(2)及び(3)のほか、応援職員の派遣に要する経費については、両市が協議して定める。 

２ 経費の一時繰替支弁等 

(1) 応援市は、第５条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に掲げる経

費に相当する額を、被応援市に請求する。 

 

 

区   分  
 

 

経   費  
 

 

 第２条第１号から第３号までの物資に 

 係るもの 
 

 

 購入費及び輸送費 

 
 

 

 第２条第１号から第３号までの資機材 

 に係るもの 
 

 

 借上料、燃料費、輸送費若しくは破損費又 

 は故障が生じた場合の修理費 
 

 

 第２条第４号の職員の派遣に係るもの 
 

 

 １に定める経費 
 

 

 第２条第７号の住宅の提供に係るもの 
 

 

 借上料 
 

 

 第２条第８号の特に要請のあった事項 

 に係るもの 
 

 

 実施に要した経費 

 
 

 

(2) (1)の請求は、応援市の市長名による請求書により、被応援市の市長に請求するものとする。 

(3) (1)及び(2)により難いときは、両市が協議して定める。 
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資料２－１－８ 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、姫路市と松本市（以下「締結市」という。）とが、姉妹都市としての

友好・連帯の精神に基づき、いずれかの市域において災害が発生し、被災市では十分な応

急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、相互に協力し、被災市の応急対策

及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。 

 （応援の事項） 

第２条 応援の事項は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

 (5) ボランティアの斡旋 

 (6) 児童・生徒の受入れ 

 (7) 被災者に対する住宅の斡旋 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する市（以下「被応援市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、

文書により要請するものとする。 

  ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文

書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、

数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被応援市と連絡がとれない場合に

は、前条に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で

必要な応援を行うことができる。この場合には、前条に定める応援要請があったものとみ

なす。 

 （応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として被応援市の負担とする。 

２ 被応援市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請が

あった場合には、応援市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 
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３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等

基準」に定めるところによる。 

 （連絡担当部局） 

第６条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくも

のとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第７条 締結市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要

な資料を相互に交換するものとする。 

 （補 則） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、締結市が協譲

して定めるものとする。 

 （適用日） 

第９条 この協定は、平成８年（1996年）１１月１日から適用する。 

 

 上記協定の締結の証として本協定書２通を作成し、締結市長記名押印のうえ、各１通を保

有するものとする。 

 

 平成８年（1996年）１１月１日 

                     姫路市長    堀  川   和 洋 

 

                     松本市長    有  賀     正 
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応援経費の負担等基準                             

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

  第５条第１項に定める経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費

の負担については、次のとおりとする。 

 (1) 応援を受けた市（以下「被応援市」という。）が負担する経費の額は、応援をした

市（以下「応援市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額

及び諸手当の額の範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状

態となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。但し、

被災地において応急治療する場合の治療費は、被応援市の負担とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事

中に生じたものについては被応援市が、被応援市への往復の途中において生じたもの

については応援市が賠償の責めに任ずる。 

 (4) (1)、(2)及び(3)のほか、応援職員の派遣に要する経費については、両市が協議して

定める。 

２ 経費の一時繰替支弁等 

 (1) 応援市は、第５条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次

に掲げる経費に相当する額を、被応援市に請求する。 

 

 

区   分  
 

 

経   費  
 

 

 第２条第１号から第３号までの物資に 

 係るもの 
 

 

 購入費及び輸送費 

 
 

 

 第２条第１号から第３号までの資機材 

 に係るもの 
 

 

 借上料、燃料費、輸送費若しくは破損費又 

 は故障が生じた場合の修理費 
 

 

 第２条第４号の職員の派遣に係るもの 
 

 

 １に定める経費 
 

 

 第２条第７号の住宅の提供に係るもの 
 

 

 借上料 
 

 

 第２条第８号の特に要請のあった事項 

 に係るもの 
 

 

 実施に要した経費 

 
 

 

 (2) (1)の請求は、応援市の市長名による請求書により、被応援市の市長に請求するもの

とする。 

 (3) (1)及び(2)により難いときは、両市が協議して定める。 
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資料２－１－９ 

 

                 災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、高砂市と姫路市（以下「締結市」という。）とが、隣接都市としての共助・連

帯の精神に則り、いずれかの市域において災害が発生し、被災市では十分な応急措置が実施できな

い場合に、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１２号の規定に基づき、

相互に協力し、被災市の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項について定める

ものとする。 

 （応援の事項） 

第２条 応援の事項は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

 (5) ボランティアの斡旋 

 (6) 児童・生徒の受入れ 

 (7) 被災者に対する住宅の斡旋 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する市（以下「被応援市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、文書に

より要請するものとする。 

  ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、 

  数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被応援市と連絡がとれない場合には、前条

に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行う

ことができる。この場合には、前条に定める応援要請があったものとみなす。 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第５条 応援のため派遣された職員は、被応援市長等の指揮の下に活動する。 

 （応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として被応援市の負担とする。 
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２ 被応援市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請があった場

合には、応援市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等基準」に

定めるところによる。 

 （他の協定との関係） 

第７条 この協定は、締結市及び締結市の各機関が別に消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第

２１条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定

に  基づく応援を排除するものではない。 

 （連絡担当部局） 

第８条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第９条 締結市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を

相互に交換するものとする。 

 （補 則） 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、締結市が協譲して定め

るものとする。 

    附 則 

 この協定は、平成１０年（1998年）１月１７日から効力を生じるものとする。 

 

 上記協定の締結の証として本協定書２通を作成し、締結市長記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

 平成１０年（1998年）１月１７日 

                     高砂市長    大  内   秀 夫 

                     姫路市長    堀  川   和 洋 
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応援経費の負担等基準                             

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

  第５条第１項に定める経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担に

ついては、次のとおりとする。 

 (1) 応援を受けた市（以下「被応援市」という。）が負担する経費の額は、応援をした市（以下

「応援市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の

範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

た場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。但し、被災地において応

急治療する場合の治療費は、被応援市の負担とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

たものについては被応援市が、被応援市への往復の途中において生じたものについては応援市

が賠償の責めに任ずる。 

 (4) (1)、(2)及び(3)のほか、応援職員の派遣に要する経費については、両市が協議して定める。 

２ 経費の一時繰替支弁等 

 (1) 応援市は、第５条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に掲げる

経費に相当する額を、被応援市に請求する。 

 
 

区   分  
 

 

経   費  
 

 

 第２条第１号から第３号までの物資に 

 係るもの 
 

 

 購入費及び輸送費 

 
 

 

 第２条第１号から第３号までの資機材 

 に係るもの 
 

 

 借上料、燃料費、輸送費若しくは破損費又 

 は故障が生じた場合の修理費 
 

 

 第２条第４号の職員の派遣に係るもの 
 

 

 １に定める経費 
 

 

 第２条第７号の住宅の提供に係るもの 
 

 

 借上料 
 

 

 第２条第８号の特に要請のあった事項 

 に係るもの 
 

 

 実施に要した経費 

 
 

 (2) (1)の請求は、応援市の市長名による請求書により、被応援市の市長に請求するものとする。 

 (3) (1)及び(2)により難いときは、両市が協議して定める。 
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資料２－１－10 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、加古川市と姫路市（以下「締結市」という。）とが、隣接都市としての共

助・連帯の精神に則り、いずれかの市域において災害が発生し、被災市では十分な応急措置が実

施できない場合に、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１２号の規定

に基づき、相互に協力し、被災市の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項に

ついて定めるものとする。 

 （応援の事項） 

第２条 応援の事項は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

 (5) ボランティアの斡旋 

 (6) 児童・生徒の受入れ 

 (7) 被災者に対する住宅の斡旋 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する市（以下「被応援市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、文書

により要請するものとする。 

  ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提

出するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被応援市と連絡がとれない場合には、前

条に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を

行うことができる。この場合には、前条に定める応援要請があったものとみなす。 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第５条 応援のため派遣された職員は、被応援市長等の指揮の下に活動する。 

 （応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として被応援市の負担とする。 

２ 被応援市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請があった
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場合には、応援市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等基準」

  に定めるところによる。 

 （他の協定との関係） 

第７条 この協定は、締結市及び締結市の各機関が別に消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第２１条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した

協定に基づく応援を排除するものではない。 

 （連絡担当部局） 

第８条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとす

る。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するお

それがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第９条 締結市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

 （補 則） 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、締結市が協譲して定

めるものとする。 

    附 則 

 この協定は、平成１０年（1998年）１月１７日から効力を生じるものとする。 

 

 上記協定の締結の証として本協定書２通を作成し、締結市長記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 

 

 平成１０年（1998年）１月１７日 

                     加古川市長   木  下   正 一 

                     姫路市長    堀  川   和 洋 
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応援経費の負担等基準                             

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

  第５条第１項に定める経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担

については、次のとおりとする。 

 (1) 応援を受けた市（以下「被応援市」という。）が負担する経費の額は、応援をした市（以

下「応援市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の

額の範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態とな

った場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。但し、被災地におい

て応急治療する場合の治療費は、被応援市の負担とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては被応援市が、被応援市への往復の途中において生じたものについては応

援市が賠償の責めに任ずる。 

 (4) (1)、(2)及び(3)のほか、応援職員の派遣に要する経費については、両市が協議して定める。 

２ 経費の一時繰替支弁等 

 (1) 応援市は、第５条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に掲げ

る経費に相当する額を、被応援市に請求する。 

 
 

区   分  
 

 

経   費  
 

 

 第２条第１号から第３号までの物資に 

 係るもの 
 

 

 購入費及び輸送費 

 
 

 

 第２条第１号から第３号までの資機材 

 に係るもの 
 

 

 借上料、燃料費、輸送費若しくは破損費又 

 は故障が生じた場合の修理費 
 

 

 第２条第４号の職員の派遣に係るもの 
 

 

 １に定める経費 
 

 

 第２条第７号の住宅の提供に係るもの 
 

 

 借上料 
 

 

 第２条第８号の特に要請のあった事項 

 に係るもの 
 

 

 実施に要した経費 

 
 

 (2) (1)の請求は、応援市の市長名による請求書により、被応援市の市長に請求するものとする。 

 (3) (1)及び(2)により難いときは、両市が協議して定める。 
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資料２－１－11 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定                               

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、加西市と姫路市（以下「締結市」という。）とが、隣接都市としての共助・連

帯の精神に則り、いずれかの市域において災害が発生し、被災市では十分な応急措置が実施できな

い場合に、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１２号の規定に基づき、

相互に協力し、被災市の応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するために必要な事項について定める

ものとする。 

 （応援の事項） 

第２条 応援の事項は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

 (5) ボランティアの斡旋 

 (6) 児童・生徒の受入れ 

 (7) 被災者に対する住宅の斡旋 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する市（以下「被応援市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、文書に

より要請するものとする。 

  ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

２ 応援市は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被応援市と連絡がとれない場合には、前条

に定める応援要請を待たないで、自主的な情報収集活動に基づいた独自の判断で必要な応援を行う

ことができる。この場合には、前条に定める応援要請があったものとみなす。 

 （応援のため派遣された職員の指揮） 

第５条 応援のため派遣された職員は、被応援市長等の指揮の下に活動する。 

 （応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として被応援市の負担とする。 

２ 被応援市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請があった場
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合には、応援市は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別紙「応援経費の負担等基準」に

定めるところによる。 

 （他の協定との関係） 

第７条 この協定は、締結市及び締結市の各機関が別に消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第

２１条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定

に基づく応援を排除するものではない。 

 （連絡担当部局） 

第８条 締結市は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

 （資料の交換） 

第９条 締結市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を

相互に交換するものとする。 

 （補 則） 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、締結市が協譲して定め

るものとする。 

    附 則 

 この協定は、平成１０年（1998年）１月１７日から効力を生じるものとする。 

 

 上記協定の締結の証として本協定書２通を作成し、締結市長記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

 平成１０年（1998年）１月１７日 

                     加西市長    藤  岡   重   弘 

                     姫路市長    堀  川   和   洋 
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応援経費の負担等基準                             

 

１ 応援職員の派遣に要する経費の負担等 

第５条第１項に定める経費のうち、第２条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担に

ついては、次のとおりとする。 

 (1) 応援を受けた市（以下「被応援市」という。）が負担する経費の額は、応援をした市（以下

「応援市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の

範囲内とする。 

 (2) 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

た場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。但し、被災地において応

急治療する場合の治療費は、被応援市の負担とする。 

 (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

たものについては被応援市が、被応援市への往復の途中において生じたものについては応援市

が賠償の責めに任ずる。 

 (4) (1)、(2)及び(3)のほか、応援職員の派遣に要する経費については、両市が協議して定める。 

２ 経費の一時繰替支弁等 

 (1) 応援市は、第５条第２項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は、次に掲げる

経費に相当する額を、被応援市に請求する。 

 
 

区   分  
 

 

経   費  
 

 

 第２条第１号から第３号までの物資に 

 係るもの 
 

 

 購入費及び輸送費 

 
 

 

 第２条第１号から第３号までの資機材 

 に係るもの 
 

 

 借上料、燃料費、輸送費若しくは破損費又 

 は故障が生じた場合の修理費 
 

 

 第２条第４号の職員の派遣に係るもの 
 

 

 １に定める経費 
 

 

 第２条第７号の住宅の提供に係るもの 
 

 

 借上料 
 

 

 第２条第８号の特に要請のあった事項 

 に係るもの 
 

 

 実施に要した経費 

 
 

 

 (2) (1)の請求は、応援市の市長名による請求書により、被応援市の市長に請求するものとする。 

 (3) (1)及び(2)により難いときは、両市が協議して定める。 
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資料２－１－12 

瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会（以下「海ネット」という。）を 

構成する会員のうち、この協定を締結した会員（以下「海ネット共助会員」という。）が、海ネッ

ト共助会員の地域において地震等による災害が発生し、被災会員独自では十分な応急対応ができな

い場合に、主に海の路を介した連携により、相互に救援協力し、被災会員の応急及び復旧対策を円

滑に遂行することを目的に締結するものである。 

 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 応急対策並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 

(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(3) 医療機関への被災傷者等の受入れ 

(4) 被災者への臨時的な居住施設の提供 

(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請があった事項 

 

（地域ブロックの設置） 

第３条 災害の規模等に応じて応援を円滑に行うため、以下のとおり地域ブロックを設置する。 

地域ブロック 海ネット共助会員 

近畿・中国ブロック 大阪府堺市、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府高石市、 

大阪府忠岡町、大阪府岬町 

兵庫県姫路市、兵庫県明石市、兵庫県洲本市、兵庫県芦屋市、 

兵庫県南あわじ市、兵庫県淡路市、兵庫県播磨町 

和歌山県和歌山市、和歌山県海南市、和歌山県湯浅町、 

和歌山県由良町 

岡山県玉野市、岡山県笠岡市、岡山県備前市、岡山県浅口市 

岡山県瀬戸内市 

広島県広島市、広島県呉市、広島県竹原市、広島県三原市、 

広島県尾道市、広島県福山市、広島県大竹市、広島県東広島市、 

広島県廿日市市、広島県江田島市、広島県海田町、広島県坂町 

山口県下関市、山口県宇部市、山口県山口市、山口県防府市、 

山口県岩国市、山口県光市、山口県柳井市、山口県周南市、 

山口県山陽小野田市、山口県周防大島町、山口県上関町 

四国・九州ブロック 徳島県小松島市、徳島県松茂町 

香川県高松市、香川県丸亀市、香川県坂出市、香川県観音寺市、 

香川県さぬき市、香川県東かがわ市、香川県三豊市、香川県土庄町、

香川県小豆島町、香川県直島町、香川県宇多津町、香川県多度津町
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愛媛県松山市、愛媛県今治市、愛媛県宇和島市、愛媛県八幡浜市、

愛媛県新居浜市、愛媛県西条市、愛媛県大洲市、愛媛県伊予市、 

愛媛県四国中央市、愛媛県西予市、愛媛県上島町、愛媛県松前町、

愛媛県伊方町、愛媛県愛南町 

大分県中津市、大分県姫島村、大分県津久見市、大分県佐伯市 

 

（地域ブロックによる応援の連絡調整） 

第４条 地域ブロックには地域ブロック幹事及び地域ブロック副幹事（以下「地域ブロック幹事等」

という。）を置くものとし、海ネット共助会員から互選により選出するものとする。 

２ 地域ブロック幹事等の任期は、それぞれ１年とする。 

３ 地域ブロック幹事等は、被災会員に対する応援を速やかに行うため、地域ブロック内の総合調

整を行うものとする。 

 

（応援の要請） 

第５条 被災会員は、応援が必要と判断したときは、次に掲げる事項を明らかにし、文書により所

属する地域ブロック幹事等に対し要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は

電信等により応援を要請することができる。この場合、当該要請後速やかに文書を提出するものと

する。 

(1) 災害の状況及び要請理由 

(2) 必要とする物資等の種類、数量、搬入場所及び経路 

(3) 必要とする職員の職種、活動内容、期間、人数及び派遣場所と経路 

(4) 受入れを必要とする被災傷者等の人数及び診療科目 

(5) 受入港及び受入港への海上経路 

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

２ 要請を受けた地域ブロック幹事（以下「応援とりまとめ幹事」という。）は、速やかに他の地域

ブロック幹事等と協議を行い、被災会員を応援できる海ネット共助会員を決定し、その旨を被災会

員及び他の地域ブロック幹事等並びに海ネット事務局に通知する。ただし、緊急の場合はこの限り

ではない。 

３ 通知を受けた海ネット事務局は、必要に応じて状況を関係機関に報告するものとする。 

 

（応援の実施） 

第６条 海ネット共助会員は、前条に規定する応援の要請を受けた場合、可能な範囲でこれを実施

するものとする。 

２ 海ネット共助会員は、前条に規定する応援の要請がない場合でも、速やかに協議を行い、当該

被災会員に応援が必要と判断したときは、応援を実施することができる。この場合は、前条に規定す

る応援の要請があったものとみなし、前条の規定を準用する。 

３ 応援とりまとめ幹事は、他の地域ブロック幹事等と緊密な連絡をとり、被災会員が必要とする

応援を適切に実施できるよう努めるものとする。 
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（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として被災会員が負担する。ただし、被災会員と応援を行う海ネ

ット共助会員（以下、「応援会員」という。）との間で協議した結果、合意が得られた場合について

は、この限りではない。 

２ 被災会員において経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災会員から要請があった場合は、応

援会員は当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、経費負担等に関し必要な事項は別途調整を図る。 

 

（協定運営協議会の設置） 

第８条 この協定の運営を円滑に行うため、協定運営協議会を設置する。 

(1) 協定運営協議会は、地域ブロック幹事等で構成する。 

(2) 協定運営協議会には幹事及び副幹事を置くものとし、互選により選出するものとする。 

(3) 前号の幹事及び副幹事の任期は、それぞれ１年とする。 

(4) 協定運営協議会の事務局は、幹事の担当課内におき、協議会の庶務を行う。 

２ 協定運営協議会の行う業務は、以下のとおりとする。 

(1) この協定に参加又は離脱を希望する海ネット共助会員への同意 

(2) 協定の実効性の確保に関する企画及び管理 

(3) この協定の運営に係る連絡及び調整 

(4) その他、この協定の運営に関し必要な事項の決定 

 

（海ネット共助会員への参加及び離脱） 

第９条 海ネット共助会員への参加及び離脱は、別紙様式の協定（参加・離脱）申請書を協定運営

協議会へ提出し、当該申請書を協定運営協議会が受理したときをもって同意したものとみなす。 

２ 前条第１項第２号の幹事は、海ネット共助会員に異動があった場合は、速やかに他の海ネット

共助会員及び海ネット事務局に通知する。 

 

（他の協定との関係） 

第１０条 この協定は、海ネット共助会員が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相

互応援に関する協定を妨げるものではない。 

 

（通信体制の整備） 

第１１条 海ネット共助会員は、複数の通信体制を整備し、災害時における連絡手段の確保を図る

よう努める。 

２ 海ネット共助会員は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくも

のとする。 

 

（協定の実効性の確保） 

第１２条 海ネット共助会員は、平素より相互に海の路を通じた交流・連携の推進を図りつつ、こ

の協定の実効性の確保に努めるものとする。 
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（協定に関する協議） 

第１３条 この協定に定めるもののほか、瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関し必要

な事項は、協定運営協議会が別に定める。 

 

   附 則 

この協定は、平成２４年３月２９日から施行する。 

この協定は、平成２４年１０月２９日から施行する。 

この協定は、平成２５年３月２７日から施行する。 

この協定は、平成２５年５月２２日から施行する。 

この協定は、平成２５年１０月２５日から施行する。 

この協定は、平成２５年１２月２７日から施行する。 

この協定は、平成２６年３月２８日から施行する。 

この協定は、平成２６年５月２９日から施行する。 

この協定は、平成２６年１２月１７日から施行する。 

この協定は、平成２９年７月２１日から施行する。 

この協定は、平成２９年８月１４日から施行する。 

この協定は、平成３０年９月１０日から施行する。 

この協定は、令和元年５月２３日から施行する。 

この協定は、令和元年１０月２５日から施行する。 

この協定は、令和２年３月１３日から施行する。 
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瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定申し合わせ書 

 

（趣旨） 

第１条 この申し合わせ書は、瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定（以下

「協定」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

（地域ブロック幹事等の設置） 

第２条 協定第４条第１項に規定する地域ブロック幹事等を以下のとおり設置する。 

(1) 地域ブロック幹事は、１会員選出するものとする。 

(2) 地域ブロック副幹事は、前号の地域ブロック幹事の在する府県以外の会員から各府県それ

ぞれ１会員選出するものとする。 

(3) 前２号の地域ブロック幹事等は、別表１のとおりとする。 

２ 地域ブロック幹事の行う業務は、以下のとおりとする。 

(1) 協定第４条第３項に規定する地域ブロック内の総合調整。 

(2) 協定第５条第２項に規定する応援とりまとめ幹事との協議。 

３ 地域ブロック副幹事は、被災等により前項の業務を処理できない場合に、これを代行する。 

４ 地域ブロック幹事等が、ともに被災等により同条第２項の業務を処理できない場合は、当該

ブロック内で速やかに協議のうえ、地域ブロック幹事等に代わって業務を行う会員を決定する。 

５ 地域ブロック会員が、ともに被災等により同条第２項の業務を処理できない場合は、協定運

営協議会で速やかに協議のうえ、地域ブロック幹事等に代わって業務を行う会員を決定する。 

（応援とりまとめ幹事） 

第３条 被災会員と応援を行う海ネット共助会員（以下、「応援会員」という。）の連絡及び調整

は、協定第５条第２項に規定する応援とりまとめ幹事が行うものとする。 

（応援要請の手続き） 

第４条 被災会員は、応援とりまとめ幹事に対し、協定第５条に掲げる事項を明らかにした別紙

１応援要請書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電

信等により応援を要請することができる。この場合、当該応援実施後速やかに文書を提出する

ものとする。 

（応援実施の手続き） 

第５条 前条の応援要請を受けた応援とりまとめ幹事は、他の海ネット共助会員に当該要請を通

知する。 

２ 応援会員は、応援を行う事項について応援計画を作成し、応援内容の連絡及び調整を行う。 

３ 応援会員は、次の事項について別紙２応援通知書により応援とりまとめ幹事を経由し被災会

員に連絡した上、応援を実施する。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信等により連

絡することができる。この場合、当該要請後速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 物的応援をするときは、物資等の品目及び数量 

(2) 人的応援をするときは、活動内容、派遣人数及び期間等 

(3) 被災傷者等の受入れをするときは、受入可能な医療機関及び人数等 

(4) その他の応援をするときは、応援の内容及び期間等 

(5) 前４号に定めるもののほか必要な事項 

（応援物資の受領通知） 

第６条 被災会員は、前条に規定する応援通知書に基づく物資等を受領したときは、応援とりま

とめ幹事を経由した上、応援会員に対し別紙３応援物資等受領書により通知する。 

（応援終了の報告） 
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第７条 応援会員は、応援が終了したときは、応援とりまとめ幹事を経由した上、被災会員に対

し別紙４応援終了報告書により報告する。 

（連絡担当部局の設置） 

第８条 海ネット共助会員は、災害時に効率的な相互応援が実施できるよう、あらかじめ連絡担

当部局を定め、部局名及び連絡先等必要な事項を他の海ネット共助会員に周知する。 

（応援職員の派遣に要した経費負担等） 

第９条 協定第７条の規定による、職員の派遣に要した経費の負担については、次の各号に定め

るとおりとする。 

(1) 被災会員が負担する経費の額は、応援会員が定める規定により算定した当該応援職員の旅

費及び諸手当を合算した額を超えない額とする。 

(2) 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要した経

費は、原則として応援会員の負担とする。 

(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中

に生じたときは被災会員が、被災会員への往復の途中において生じたときは応援会員が賠償

責任を負う。 

(4) 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要した経費については、被災会員と応援会

員の協議により定める。 

（協定運営協議会の設置） 

第１０条 協定第８条に規定する協定運営協議会は、別表２のとおりとする。 

（附則） 

本申し合わせ書は、令和５年４月１日から施行する。 

別表１ 

 申し合わせ書第２条に規定する地域ブロック幹事等は、次のとおりとする。 

地域ブロック 地域ブロック幹事 地域ブロック副幹事 

近畿・中国ブロック 和歌山県和歌山市 大阪府堺市、兵庫県明石市、 

岡山県玉野市、広島県海田町 

山口県防府市 

四国・九州ブロック 香川県宇多津町 徳島県松茂町、愛媛県松前町、 

大分県佐伯市 

別表２ 

申し合わせ書第１０条に規定する協定運営協議会の構成は、次のとおりとする。 

協定運営協議会構成会員 

大阪府 堺市 

兵庫県 明石市 

和歌山県 和歌山市 

岡山県 玉野市 

広島県 海田市 

山口県 防府市 ※副幹事 

徳島県 松茂市 

香川県 宇多津町 

愛媛県 松前町 

大分県 佐伯市 ※幹事 
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資料２－２－１ 

 

                兵庫県広域消防相互応援協 定                                       

                               

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づき、兵庫県下の市町、

消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の消防広域応援

体制を確立して、大規模又は特殊な災害（以下「大規模災害等」という。）に対処することを目的

とする。 

（地域区分） 

第２条 兵庫県下を次の地域に区分するものとする。 

(1) 阪神地域 

  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、篠山市、丹波市及び猪名川町 

(2) 神戸地域 

  神戸市 

(3) 東播地域 

  明石市、淡路広域消防事務組合、加古川市、北はりま消防組合、三木市、高砂市及び小野市 

(4) 西播地域 

   姫路市、西はりま消防組合及び赤穂市 

(5) 但馬地域 

豊岡市、南但広域行政事務組合及び美方郡広域事務組合 

（災害種別及び規模） 

第３条 この協定において、大規模災害等とは次の各号に掲げるもののうち、応援活動を必要とする

ものをいう。 

(1) 大規模林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災 

(2) 地震、風水害その他大規模な自然災害 

(3) 航空機事故及び列車事故等で、大規模又は特殊な救急・救助事故 

(4) 毒性物質、生物剤、放射性物質に係る事故による災害 

（応援の種別） 

第４条 応援の種別は、次のとおりとする。 

 (1) 地域内応援 

   第２条に規定する地域内の市町等に対する応援 

(2) 県内応援 

   前号に規定する地域以外の市町等に対する応援 

（応援要請の手続） 

第５条 応援要請は、被災した場所を管轄する市町等（以下「被災地」という。）の消防長が行うも

のとする。ただし、災害の規模等により被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合には、

要請があったものとみなす。 

２ 要請は、被災地の消防長が、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて、応援を求めよ

うとする市町等の消防長に対し、電話、ファクシミリ又は兵庫県衛星通信ネットワークにより行う
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ものとする。 

３ 応援の要請に際しては、次の各号に定める事項を連絡するものとする。 

(1) 災害の発生場所及び概要 

(2) 必要とする車両、人員及び資機材 

(3) 集結場所及び活動内容 

(4) その他必要事項 

４ 応援要請を行った市町等は、その旨を兵庫県消防主管課に対して通報するものとする。 

（応援隊の手続） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と判断した場

合は、被災地の消防長に対してその旨を連絡するものとする。 

（応援の中断） 

第７条 応援を行った市町等（以下「応援市町等」という。）に応援隊を帰還させるべき特別の事態

が生じた場合においては、応援市町等は、応援を受けた市町等（以下「受援市町等」という。）と

協議のうえ応援を中断することができるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第８条 応援隊は、消防組織法第47条の規定に基づき、受援市町等の長の指揮の下に行動するものと

する。 

（応援経費） 

第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 

(1) 応援市町等において負担する経費 

  ア 公務災害補償に要する経費 

  イ 旅費及び出動手当 

ウ 受援市町等との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 

  オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市町等において負担する経費 

  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

  イ 宿泊費及び食料費 

  ウ 当該応援のために特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 

  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市町等に対して当該損害を対

象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額） 

ただし、応援市町等の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市町等の負

担とする。 

カ 化学消火薬剤等の資機材費 

２ 本条において、受援市町等において負担する経費については、応援市町等は特段の事情がない限

り、部隊の帰庁後3ヶ月以内に別記様式により請求するものとする。 

（航空消防隊応援） 

第10条 航空消防隊の応援を要請する場合は、兵庫県が定める要綱によるものとする。 

（協議） 
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第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど市町等が協議のうえ

決定するものとする。 

（委任） 

第12条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町等の消防長等が協議して定めるものとす

る。 

（実施期日） 

第13条 この協定は、平成25年10月23日から実施する。   

 

附 則 

１ 兵庫県広域消防相互応援協定（平成24年3月27日締結）は、廃止する。 

 

２ 本協定の成立を証するため、協定書24通を作成し、市町等において記名押印のうえ、各１通を保

有するものとする。 
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兵庫県広域消防相互応援覚書 

第１章 総則（第１条 － 第６条） 

第２章 応援要請等（第７条 － 第９条） 

第３章 代表消防機関等の任務（第 10条 － 第 12条） 

第４章 指揮活動等（第 13条 － 第 20条） 

第５章 活動の終了（第 21条 － 第 23条） 

第６章 雑則（第 24条） 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、兵庫県広域消防相互応援協定（平成 25年 10月 23日締結。

以下「協定」という。）第 12条の規定に基づき、兵庫県下の消防相互応援につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書における用語の定義は協定に定めがあるものを除き、次の各号

のとおりとする。 

(１) ブロック 

協定第２条各号に定める地域をいう。 

(２) 県下広域応援 

大規模災害等が発生した市町等の消防本部が行う消防活動を支援するため

に行う、協定第４条に定める応援活動をいう。 

(３) ブロック内応援 

協定第４条第１号に規定する地域内応援であって、ブロック内の消防本部 

から応援要請があった場合における当該ブロック内での応援活動をいう。 

(４) 通常県内応援 

県内応援（協定第４条第２号に規定する県内応援をいう。以下同じ。）のう

ち、単独のブロックから応援要請があった場合における県下の応援活動をい

う。 

(５) 特別県内応援 

県内応援のうち、大規模地震災害等の発生によって複数のブロックから同

時に県内応援の要請があった場合又はそのおそれがある場合における県下の

応援活動をいう。 
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(６) 県下広域応援部隊 

県下広域応援のため、大規模災害等が発生した市町等へ派遣する部隊をい

う。 

(７) 代表消防機関 

兵庫県下消防長会の会長消防本部をいう。 

(８) 代表消防機関代行 

代表消防機関に事故がある場合に、その任務を代行する消防本部をいう。 

(９) ブロック別代表消防本部 

ブロックを代表する消防本部をいう。 

(10) ブロック別代表消防本部代行 

ブロック別代表消防本部に事故がある場合に、その任務を代行する消防本

部をいう。 

(11) 受援側ブロック別代表消防本部 

被災又は発災により応援を要請した消防本部（以下「被災地消防本部」と

いう。）が属するブロックのブロック別代表消防本部をいう。 

(12) 応援側ブロック別代表消防本部 

県下広域応援部隊を出動させる又は出動させた消防本部が属するブロック

のブロック別代表消防本部（受援側ブロック別代表消防本部を除く。）をいう。 

 （代表消防機関等） 

第３条 代表消防機関、代表消防機関代行、ブロック別代表消防本部及びブロッ

ク別代表消防本部代行は、別表１に定めるとおりとする。 

（平常時の任務） 

第４条 平常時においては、代表消防機関は兵庫県消防主管課（以下「兵庫県」

という。）及びブロック別代表消防本部と、ブロック別代表消防本部は代表消

防機関及びブロック内の消防本部と、それぞれ連絡、調整及び情報交換に努め

るものとする。 

（情報連絡先等の交換） 

第５条 各消防本部は、大規模災害等の発生に関し、的確な県下広域応援を実施

するため、あらかじめ別表２から別表４に定める情報連絡先その他の情報を交

換しておくものとする。 

２ 各消防本部は、別表２から別表４に変更が生じた場合、速やかに、ブロック

別代表消防本部を通じて代表消防機関へ連絡するものとし、代表消防機関は、
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速やかに各ブロック別代表消防本部を通じて各消防本部へ連絡するものとする。 

（早期要請） 

第６条 災害発生時、各消防本部は、初動時における情報収集体制の強化に努め、

被害の甚大性が見込まれる場合には、ブロック別代表消防本部と協議するとと

もに、早期に県下広域応援を要請するものとする。 

 

第２章 応援要請等 

（応援要請の手続） 

第７条 応援要請は、電話による口頭要請の後、ファクシミリ又は電子メールに

より行うものとし、手続きは次のとおりとする。 

(１) ブロック内応援 

被災地消防本部は、ブロック別代表消防本部に様式第１号を送付するもの

とし、要請を受けたブロック別代表消防本部は、ブロック内の各消防本部に

様式第１号を送付するとともに、ブロック内応援の要請があった旨を代表消

防機関に連絡するものとする。 

(２) 通常県内応援 

被災地消防本部は、ブロック別代表消防本部（受援側ブロック別代表消防

本部）を通じて、代表消防機関に様式第１号を送付するものとし、代表消防

機関は、応援側ブロック別代表消防本部を通じて、応援側ブロック内の各消

防本部に様式第１号を送付するものとする。 

(３) 特別県内応援 

特別県内応援は、次に定める適用基準に該当した場合（代表消防機関が適

用基準に該当するおそれがあると判断した場合を含む。）に適用するものとし、

代表消防機関は各ブロック別代表消防本部に様式第３号の２を、各ブロック

別代表消防本部はブロック内の各消防本部に様式第３号の１を、それぞれ送

付し、被害状況、応援の必要性、応援出動の可否等（以下「被害状況等」と

いう。）の報告を求めるものとする。 

ア 消防庁長官により「南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクション

プラン」の適用がなされた場合 

イ 地震の発生により、兵庫県内の複数のブロックにおいて、震度６弱以上

が観測された場合 

ウ 大規模災害等の発生により、複数のブロックから同時に県内応援の要請
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がなされた場合 

(４）前号に規定する被害状況等の報告は、次のとおり行うものとする。 

ア 各消防本部は、管轄区域における被害状況等の把握に努め、特別県内応

援の適用基準該当後、概ね 30 分を目途に様式第３号の１によりブロック

別代表消防本部に報告するものとする。 

イ ブロック別代表消防本部は、ブロック内の被害状況等を様式第３号の２

によりとりまとめ、代表消防機関に報告するものとする。 

ウ 各消防本部は、被害状況等に変化があれば、その都度、様式第３号の１

によりブロック別代表消防本部に報告するものとし、ブロック別代表消防

本部は、ブロック内の被害状況等をその都度、様式第３号の２によりとり

まとめ、代表消防機関へ報告するものとする。 

２ 被災地消防本部は、応援要請の即時性を高めるため、兵庫県フェニックス防

災システム（兵庫県地域防災計画に定める防災情報システムをいう。）による

災害報告に併せて、県内応援要請を行うよう努めるものとする。 

（出動可能隊数及び応援出動の決定） 

第８条 応援出動の決定は、応援要請を受けた又は被害状況等の報告を求められ

た消防本部が、様式第２号の１（特別県内応援時は様式第３号の１）によりブ

ロック別代表消防本部へ出動可能隊数等を報告したうえで、次のとおり決定す

るものとする。 

(１) ブロック内応援 

ブロック別代表消防本部は、ブロック内の各消防本部の出動可能隊数等の

状況を踏まえ、応援出動隊を決定し、様式第２号の１により応援先となる被

災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものと

する。 

(２) 通常県内応援 

ア 各ブロック別代表消防本部は、ブロック内の出動可能隊数等を様式第２

号の２によりとりまとめ、代表消防機関に報告するものとする。 

イ 報告を受けた代表消防機関は、被災地消防本部が属するブロック内の状

況を踏まえ、各ブロックの出動隊数（規模）を決定し、様式第４号により

応援先となる被災地消防本部名を付して、各ブロック別代表消防本部に通

知するものとする。 

ウ 通知を受けた応援側ブロック別代表消防本部は、ブロック内における応
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援出動隊を決定し、様式第２号の１により応援先となる被災地消防本部名

を付して、ブロック内の関係する消防本部に通知するものとする。 

(３) 特別県内応援 

特別県内応援適用時は、次のとおり、各ブロックがそれぞれブロック内応

援で対応することを基本とし、ブロック内応援の必要がない又は必要がなく

なったブロックから、順次、他のブロックへの応援に移行するものとする。 

ア 受援側ブロック別代表消防本部は、ブロック内の被害状況等を踏まえ、

ブロック内応援が可能な場合は応援出動隊を決定し、様式第３号の１によ

り応援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本

部に通知するものとする。 

イ 代表消防機関は、各ブロックの被害状況等（各ブロック別代表消防本部

がとりまとめた様式第３号の２の報告）を踏まえ、県内応援が可能なブロ

ックを選定し、当該ブロックの出動隊数（規模）を決定のうえ、様式第４

号により応援先となる被災地消防本部名を付して、各ブロック別代表消防

本部に通知するものとする。 

ウ 応援出動が決定した応援側ブロック別代表消防本部は、応援が可能な消

防本部の中から応援出動隊を決定するとともに、様式第３号の１により応

援先となる被災地消防本部名を付して、ブロック内の関係する消防本部に

通知するものとする。 

２ 応援出動が決定した消防本部（以下「応援消防本部」という。）は、様式第

５号により出動隊数、代表者、無線呼出名称等をブロック別代表消防本部に報

告するものとし、報告を受けたブロック別代表消防本部は、様式第６号により

ブロック内の出動部隊をとりまとめ、様式第５号と併せて、ブロック内の各消

防本部及び代表消防機関に報告するものとする。なお、代表消防機関は集約さ

れた出動部隊の情報を、ブロック別代表消防本部を通じて各消防本部と共有す

るものとする。 

３ 応援消防本部の各隊は、自己完結型の活動を心がけ、必要資機材及び物品を

携行するものとする。 

 （応援種別の切り替え） 

第９条 応援種別の切り替えは、次のとおりとする。 

(１) ブロック内応援中に県内応援が要請された場合は、当該ブロック内の応援

種別は、自動的に県内応援に切り替えられたものとする。 

(２) 県下広域応援の要請前に、隣接する市町等との間において相互応援協定等
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に基づく応援活動が行われていた場合は、当該市町等との間における応援種

別の切り替えは、被災地消防本部が決定するものとする。 

 

第３章 代表消防機関等の任務 

（受援側ブロック別代表消防本部の任務） 

第10条 受援側ブロック別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 

(１) 応援要請に関する連絡及び調整に関すること。 

(２) 代表消防機関との連絡及び情報共有に関すること。 

(３) ブロック内における県下広域応援部隊の編成及び中隊長等の指名に関する

こと。 

(４) 被災地消防本部の指揮支援に関すること。 

(５) 特別県内応援時におけるブロック内の被害状況等の確認に関すること。 

(６) その他必要な事項 

２ ブロック別代表消防本部が被災地消防本部となり、受援側ブロック別代表消

防本部としての任務の遂行が困難な場合は、受援側ブロック別代表消防本部代

行が前項各号の任務を行うものとする。 

（応援側ブロック別代表消防本部の任務） 

第11条 応援側ブロック別代表消防本部の任務は次の各号に定めるものとする。 

(１) 応援要請に関する連絡及び調整に関すること。 

(２) 代表消防機関との連絡及び情報共有に関すること。 

(３) ブロック内における県下広域応援部隊の編成及び中隊長等の指名に関する

こと。 

(４) 特別県内応援時におけるブロック内の被害状況等の確認に関すること。 

(５) その他必要な事項 

２ ブロック別代表消防本部が何らかの理由により応援側ブロック別代表消防本

部としての任務の遂行が困難な場合は、応援側ブロック別代表消防本部代行が

前項各号の任務を行うものとする。 

（代表消防機関の任務） 

第 12条 代表消防機関の任務は次の各号に定めるものとする。 

(１) ブロック別代表消防本部との調整に関すること。 

(２) 応援要請及び情報連絡に関すること。 

(３) 兵庫県及び総務省消防庁との連絡及び情報交換に関すること。 

(４) 県内応援時における県下広域応援部隊の活動管理及び被災地消防本部の指
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揮支援に関すること。 

(５) 特別県内応援時における各ブロックの被害状況等の確認及び応援出動部隊

の調整に関すること。 

(６) 県下広域応援本部の設置に関すること。 

(７) その他必要な事項 

２ 代表消防機関が被災地消防本部となり、代表消防機関としての任務の遂行が

困難な場合は、代表消防機関代行が前項各号の任務を行うものとする。 

 

第４章 指揮活動等 

（県下広域応援部隊の指揮） 

第 13条 県下広域応援部隊は、受援市町等の長又はその委任を受けた消防長（以

下「指揮者」という。）の指揮の下に活動するものとする。 

２ ブロック内応援時においては、ブロック別代表消防本部は、指揮者を補佐し、

その指揮の下で、県下広域応援部隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 県内応援時においては、受援側ブロック別代表消防本部（代表消防機関が応

援出動した場合は代表消防機関。）は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、県

下広域応援部隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 前項において、代表消防機関が応援出動した場合、受援側ブロック代表消防

本部は代表消防機関を補佐するものとする。 

（後方支援本部の設置） 

第 14条 県下広域応援部隊を出動させたブロック別代表消防本部は、出動部隊

の活動を支援するとともに、ブロック内の各消防本部との連絡調整を行うため、

後方支援本部を設置するものとし、必要に応じてブロック内の消防本部から職

員の派遣を求めることができるものとする。 

（連絡調整員の派遣） 

第 15条 ブロック内応援及び通常県内応援がなされた場合、県下広域応援部隊

を出動させたブロック別代表消防本部は、県下広域応援部隊の中から連絡調整

員を被災地消防本部へ派遣するものとする。 

２ 派遣された連絡調整員は、被災地消防本部と県下広域応援部隊との連絡調整

及び後方支援本部との連絡調整にあたるものとする。 

３ 前項の任務を達成するため、被災地消防本部又は派遣された連絡調整員は、

次の各号に定める者に対して応援を求めることができるものとする。 
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(１) 受援側ブロック別代表消防本部の職員 

(２) 応援側ブロック別代表消防本部の職員 

(３) 代表消防機関の職員 

(４) 上記のほか、必要と認める県下消防本部の職員 

（県下広域応援本部の設置） 

第 16条 代表消防機関は、特別県内応援の適用を決定した場合又は通常県内応

援時で必要と認めた場合、県下広域応援部隊が迅速かつ的確に活動できるよう、

また包括的に被災地消防本部の指揮支援活動が行えるよう、代表消防機関内又

は兵庫県庁内に県下広域応援本部を設置するものとする。 

２ 県下広域応援本部の構成員は、原則として、代表消防機関消防長の委任を受

けた職員、ブロック別代表消防本部消防長の委任を受けた派遣職員、被災地消

防本部の派遣職員その他必要な者とし、代表消防機関消防長の委任を受けた職

員を本部長とする。  

３ 県下広域応援本部は、兵庫県、代表消防機関及びブロック別代表消防本部等

と連携し、次の任務をつかさどるものとする。 

(１) 県下広域応援部隊の市町等への部隊配備及び部隊移動に関すること。 

(２) ブロック別代表消防本部との連絡調整に関すること。 

(３) 無線統制に関すること。 

(４) 関係機関との連絡調整に関すること。 

(５) 各種情報の集約、整理及び各消防本部との共有に関すること。 

(６) 県下広域応援部隊の後方支援に関すること。 

(７) 緊急消防援助隊消防応援活動調整本部との連絡調整に関すること。 

(８) その他必要な事項 

（部隊の単位） 

第 17条 部隊の単位は１隊を１小隊とし、２隊以上の場合はブロックごと又は

消火、救助、救急等の任務ごとに中隊を編成するものとし、それぞれに中隊長

をおくものとする。なお、単一の消防本部から２隊以上の部隊を派遣する場合

は、消防本部代表者を派遣するものとする。 

２ 県内応援時における中隊長は、ブロックごとに編成する場合は各ブロック別

代表消防本部から、任務ごとに編成する場合の消火中隊長は明石市消防局から、

救助中隊長は西宮市消防局から、救急中隊長は姫路市消防局から、それぞれ選

出するものとする。 
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３ 特別県内応援時はブロックごとに中隊を編成するものとし、災害現場ごと又

は市町ごとに中隊を分散して活動する場合は、中隊長が各部隊の指揮者を指名

するものとする。 

４ ブロック別代表消防本部が応援出動できない場合は、当該ブロック別代表消

防本部が、ブロック内の応援出動可能な消防本部から中隊長を指名するものと

する。 

（通信連絡体制） 

第 18条 県下広域応援部隊に係る通信連絡体制は、原則として次により行うも

のとする。 

(１) 県下広域応援本部と各中隊長相互間及び各中隊長と県下広域応援部隊相互

間の通信は、消防救急デジタル無線「主運用波３」を使用する。 

(２) 各消防本部間における小隊相互間の通信は、署活動用無線機「県内共通波」

を使用する。 

(３) 同一消防本部内における小隊相互間の通信は、各消防本部が使用している

署活動用無線機の周波数を使用するものとし、各消防本部の署活動用無線機

使用周波数については、別表４のとおりとする。 

（部隊の交代） 

第 19条 部隊の交代は、原則として、ブロック単位で行うものとする。 

（活動報告等） 

第 20条 各中隊長は、災害状況、活動状況及びその他必要な事項を、被災地消

防本部、後方支援本部及び県下広域応援本部に適宜報告するものとする。 

 

第５章 活動の終了 

（現場引き揚げ） 

第 21条 県下広域応援部隊の現場引き揚げは、被災地消防本部の消防長の指示

によるものとする。 

２ 県下広域応援部隊の長は、被災地消防本部の消防長に対して次の事項を報告

した後、引き揚げるものとする。 

(１) 部隊の活動概要（場所、時間、隊数等） 

(２) 活動中の異常の有無 

(３) 隊員の負傷の有無 

(４) 車両、資機材等の損傷の有無 
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(５) その他必要な事項 

（帰署（所）報告）  

第 22条 県下広域応援部隊を出動させた消防本部は、当該消防本部に属する出

動隊の最終帰署（所）後、速やかにその旨をブロック別代表消防本部に報告す

るものとする。 

２ ブロック別代表消防本部は、ブロック内の消防本部に属する出動隊の最終帰

署（所）後、速やかにその旨を被災地消防本部及び代表消防機関に報告するも

のとする。 

（活動結果報告）  

第 23条 県下広域応援部隊を出動させた消防本部は、当該消防本部に属する出

動隊の最終帰署（所）後、速やかに様式第７号によりブロック別代表消防本部

に報告するものとする。 

２ ブロック別代表消防本部は、ブロック内の消防本部に属する出動隊の報告を

とりまとめ、被災地消防本部及び代表消防機関に報告するものとする。 

 

第６章 雑則 

（協議） 

第 24条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度協議し

て定めるものとする。 

 

附 則 

１ この覚書は、令和５年 ３月 ７日から施行する。 

２ 兵庫県広域消防相互応援覚書(平成 31年 3月 26日)は、廃止する。 

３ この覚書の成立を証するため、本書 24通を作成し、各消防本部において各

１通を保有するものとする。 

 

令和５年 ３月 ７日 
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緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 

平成 27年３月 31日 消 防 広 第 7 4 号 

改正 平成 28年３月 30日 消 防 広 第 8 0 号 

改正 平成 29年３月 28日 消 防 広 第 9 3 号 

       改正 平成 31年３月 ８日 消 防 広 第 3 5 号 

改正 令和 ２年７月 17日  消防広第 190 号 

改正 令和 ３年３月 22日  消 防 広 第 8 9 号 

改正 令和 ４年６月 24日  消防広第 211 号 

 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 応援等の要請 

 第３章 出動の求め又は指示等 

 第４章 受援体制 

 第５章 部隊移動及び増隊要請 

 第６章 応援等の引揚げの決定 

 第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

 第８章 防災関係機関との連携 

 第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 第 10 章 応援に要した経費の負担区分 

 第 11 章 その他 

 

第１章 総則 

  

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号。以下「援助隊政令」という。）及び緊急消防援助隊

の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16年消防震第９号。以下「基

本計画」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等の要請、出動の求め又は指示

その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）政令市等とは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第１項に規定する指定

都市及び東京都の特別区をいう。 

　　　　　　 資料２－２－２
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（２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第 44条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第 50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用し

ているヘリコプター（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）迅速出動とは、法第 44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）

と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要

求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行

い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄す

る消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第 44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事

務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県

をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当該都道府

県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 
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 （都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び

当該都道府県内の消防力を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断し

た場合は、法第 44条第１項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を

行うものとする。 

２ 被災地の属する都道府県の知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把

握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等

が必要な非常事態であると判断したときは、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、

緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 前二項の要請は電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府

県防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）に

より直ちに行うものとし、以下に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとす

る。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これ

らを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同

じ。）により速やかに行うものとする（別記様式１－１）。 

 （１）災害の概況 

 （２）出動を希望する区域及び活動内容 

 （３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83条の規定に基

づく自衛隊の災害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性につい

て検討するものとする。 

５ 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナー

トその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、

当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、

第１項及び第２項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。この場合において、当該報

告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものとする。 

 

 （応援等の要請のための市町村長の連絡） 

第４条 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の

市町村の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県

知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、前条第３項

各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び

応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行うものとする（別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認める

ときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができる

ものとする。 

３ 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長

官に直ちに電話により連絡することができるものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らか
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になり次第電話により連絡することができるものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要

な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリによ

り速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 

第３章 出動の求め又は指示等 

  

 （出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県

及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報

告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別

記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消

防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行

うものとする（別記様式２－２）。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動

可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告する

ものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定め

る災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合に

おいて、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県

を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及

び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該

報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速

やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮

して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告す

るものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道

府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第２項及び第

３項の規定に基づき出動準備を行っている都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消

防本部に対して、書面等により出動準備の解除を連絡（消防本部にあっては、都道府県を経由

して行う。）するものとする（別記様式２－３）。 

 

 （長官による出動の求め、指示等） 

第６条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の

消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が
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必要と判断した場合は、法第 44条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指

示を行うものとする（別記様式３－１）。 

２ 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するも

のとする。ただし、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を

指定することが困難な場合は、応援先都道府県を指定するものとし、その後、第 14条に規定す

る消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整の上、応援先市町村を指定するも

のとする。 

３ 長官は、前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊（指揮支援部隊及び航

空部隊を除く。）を単位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、

当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航

空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、応援先市町村を指定するもの

とする。 

４ 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急

消防援助隊の出動が必要と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全て

の指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出動準備都道府県大隊、第 11条に規定する第一次出

動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を

指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用された場合

は、当該アクションプランに定めるところによるものとする。 

５ 長官は、第１項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災

害の情勢が明らかになり、基本計画第４章１（１）の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従

前の求めによる出動を指示によるものに変更する。この場合において、長官は、受援都道府県

の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長並びに応援都道府県の知事及び当該応援

都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知（市町村長に

あっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする。 

 

（応援等決定通知） 

第７条 長官は、法第 44条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受 

援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長に対してその旨を通知（市町

村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする（別記様式３－２）。 

 

 （都道府県知事による出動の求め又は指示） 

第８条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市

町村の長に対して、直ちに緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊の出動） 

第９条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市

町村の長は、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。 

２ 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊

急消防援助隊の出動隊数を報告するものとし（別記様式２－２）、当該報告を受けた都道府県は、
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当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊

数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本

部に対して通知（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式

３－３）。 

 

  （指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第 10条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第

１位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない

場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動

する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、

原則として耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリ

ベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

 

  （航空小隊の基本的な出動計画） 

第 11条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定してお

くものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める

災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準

備航空小隊とし、別表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこ

ととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支

援隊の輸送を任務とする。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又は

ヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動

又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第 15条に規定する現地派遣職員の輸送 

 

  （航空小隊の出動に関する留意事項） 

第 12条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害
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の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものと

する。 

２ 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当

該航空小隊の装備品等を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。 

３ 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務

するものとする。 

４ 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定さ

れている航空小隊は、指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。 

５ 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。 

６ 各地域ブロックに、原則として、残留する運航可能な航空隊を１隊以上確保するものとする。 

７ 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。 

８ 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。 

 

  （航空後方支援小隊の基本的な出動計画） 

第 13条 航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合

に、原則として、耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動するこ

ととする。 
 
第４章 受援体制 

 

  （消防応援活動調整本部の設置） 

第 14条 受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資する

ため、被災地が２以上ある場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第 44条の

２の規定に基づく調整本部を設置するものとする。 

  なお、被災地が１の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部

と同様の組織を設置することができるものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、都道府県災害対策本部と緊密な連

携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部（災

害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 25条第６項若しくは第 28条の３第８項の規定に基

づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、これらが設置された場合に限る。）

に近接した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と緊密な連携を図ることがで

きる場所に設置するものとする。 

４ 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第 40条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画

（以下「受援計画」という。）に定めておくものとする。 

（１）法第 44条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課

等の職員及び航空消防隊員 

（２）法第 44条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又

は代表消防機関代行 
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（３）法第 44条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地

消防本部の職員 

（４）法第 44条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する

者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲

げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関

すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第 16条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第 44条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議

に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡する

ものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡

先について、長官に対して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 15条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 
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（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

  （航空運用調整班の設置） 

第 16条 受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府

県災害対策本部に、航空運用調整班を設置するものとする。 

 

  （進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 17条 進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、都道府県大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調

整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道

府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（２）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

 

  （情報共有等） 

第 18 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式７）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

 

第５章 部隊移動及び増隊要請 

  

  （部隊移動の基本） 

第 19条 部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則と

して、新たな緊急消防援助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。 

（１）地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのい

とまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生

している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、都道府県大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、被害状況、
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部隊の規模、車両、資機材の特殊性等を踏まえ、中隊又は小隊単位で部隊移動を行うことが効

率的かつ効果的な場合は、この限りではない。 

 

  （長官による部隊移動の求め又は指示） 

第 20条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府

県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求

めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式

６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被

害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援

助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものと

する（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都

道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事

を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式

６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び

緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、そ

の旨を通知するものとする（別記様式６－４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該

都道府県知事を経由して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする

（別記様式６－５）。 

 

  （受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第 21条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握する

よう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援

隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するもの

とする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊

及び部隊の長に対して、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長

及び移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－７）。 
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（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を

通知するものとする（別記様式６－８）。 

（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属す

る場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

の属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するも

のとする（別記様式６－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路

等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

（受援都道府県の知事による増隊要請） 

第 22条 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点

から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うもの

とする（別記様式１－１）。 
 

 （受援市町村の長による増隊要請のための連絡） 

第 23条 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊

急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、都道府県の知事に増隊が必要である

旨を連絡するものとする（別記様式１－２）。 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

 

  （活動終了に関する市町村長の連絡） 

第 24条 受援市町村の長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果

等を総合的に勘案し、当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するもの

とし、当該市町村が属する都道府県の知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定） 

第 25条 前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道

府県内からの緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、受援市町村の長

及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するもの

とし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする（別記様式４－１）。 

 

   （指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡） 

第 26条 前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対し

て、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

２ 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊

長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援

部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 
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３ 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊

長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了す

るとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て

引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、

指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防

庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げに

ついて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対

して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空

指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げる

ものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対して

その旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支

援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空

指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 

８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及

び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるも

のとする。 

 

  （長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第 27 条 第 25 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属

する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリ

により速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

  

  （帰署（所）報告） 

第 28条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）

－ 109 －

�
�

�



  
 

 

後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）

後、消防庁に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （活動結果報告） 

第 29 条 応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署

（所）後、速やかに都道府県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の

代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報告書（別記様式５）を作成し、消防庁及び受

援都道府県に対して、報告するものとする。 

 

第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

  

  （迅速出動の適用条件） 

第 30条 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）以上の地震が

発生した場合に適用するものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。 

（１）基本計画第４章４に基づき定められたアクションプランを適用する場合 

（２）発生した地震の震央が海域の場合 

 

  （迅速出動に係る措置要求等の内容） 

第 31条 迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２のとおりとし、登録都

道府県の知事及び登録市町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指

示に基づき、第 34 条に規定する出動先へ、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。

この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出動することができない場

合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統

合機動部隊が出動する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

３ 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に基づき、登録都

道府県及び登録市町村に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとと

もに、その後、様式（別記様式３－１又は３－４）を送付するものとする。 

４ 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置

を講ずるものとする。 

 

  （迅速出動に係る応援等決定通知） 

第 32条 長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やか

に迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行

った旨を通知するものとする（別記様式３－２）。 

 

  （迅速出動の中止） 

第 33条 長官は、災害の状況等により、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速
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やかに迅速出動の中止を連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動先） 

第 34 条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次

に掲げるとおりとする。 

（１）指揮支援部隊 

  ア 統括指揮支援隊 

    震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

  イ 指揮支援隊 

    消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっ

ては、町村役場。以下同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

   震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

   震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

 

   （迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第 35条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害

状況等を確認し、長官に報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、

出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本

部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都

道府県に対して連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第 36条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う

場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別

記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、

消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 37条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 38条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本
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部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 

  （応援等実施計画） 

第 39条 都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防

援助隊が参集し、被災地に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。 

２ 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（２）統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（４）ＮＢＣ災害即応部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（５）土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（６）航空部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（７）情報連絡体制に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を

行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告

するとともに、当該都道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する

都道府県の知事に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （受援計画） 

第 40条 都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける

場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着
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陸場、燃料補給等の航空機の受援に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府

県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長

に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事の事務の委任等） 

第 41条 地方自治法第 153条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属す

る事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものと

する。 

 

第 10 章 応援に要した経費の負担 

 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第 42 条 法第 44 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動

した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各

号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）受援市町村において負担する経費 法第 49条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条

各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費 緊

急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第 43 条 法第 44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費 法第 49条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条各号

に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費 緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償

に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議
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により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

第 11 章 その他 

 

  （都道府県の訓練） 

第 44条 都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関

係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図

るものとする。 

 

  （都道府県の即応体制等の強化） 

第 45条 都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとと

もに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定

を適切にできる体制を確保するものとする。 

２ 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急

参集できる体制を整備するものとする。 

  

  （その他） 

第 46条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28年３月 30日消防広第 80号） 

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 29年３月 28日消防広第 93号） 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 31年３月８日消防広第 35号） 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

      附 則（令和２年７月 17日消防広第 190号） 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 22日消防広第 89号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年６月 24日消防広第 211号） 

 この要綱は、令和４年６月 24日から施行する。 
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消防業務に係る燃料調達に関する覚書 

 

 （趣旨） 

姫路市（以下「甲」という。）と横田石油株式会社（以下「乙」という。）とは、甲が実

施する火災防御、救助、救急等の消防業務に関し、効率的な活動を支援するため、甲が所有

する消防車両、船舶及び資機材（以下「消防車両等」という。）の燃料調達について、次の

とおり覚書を締結する。 

 （業務） 

第１条 乙は、甲が実施する火災防御、救助、救急等の効率的な活動を支援するため他の業

務に支障のない範囲で、甲から申入れがあった際における消防車両等の燃料の確保（以下

「燃料調達業務」という。）を行う。 

 （調達場所） 

第２条 前条における消防車両等の燃料調達場所は、原則として乙の管理する飾磨油槽所（

姫路市飾磨区中島一文字２９９７）において行うものとする。ただし、これにより難い場

合は、甲乙が協議の上決定するものとする。 

（実施時間） 

第３条 燃料調達業務は、原則として２４時間の対応とする。ただし、これにより難い場合

は、甲乙が協議の上決定するものとする。 

 （経費の負担等） 

第４条   燃料調達業務に要する燃料費の負担等については、次のとおりとする。 

⑴ 消防車両等の燃料数量については、原則としてガソリンが６００リットル、軽油が１,

０００リットル、灯油が２００リットル（これらにより難い場合は、甲乙が協議の上決

定する。）とし、燃料費については、甲が負担する。 

⑵ 燃料の単価については、甲と兵庫県石油協同組合姫路支部とが、燃料調達業務を行お

うとする年度に契約している契約単価とする。 

⑶ 消防車両等の燃料を確保するための容器については、乙が管理するものを甲が借用す

るものとし、その費用は、甲が負担する。  

（覚書の期間） 

第５条 この覚書の期間については、平成２４年６月１日から平成２５年３月３１日までと

する。 

２ この覚書の期間が終了する日の１か月前までに、甲又は乙から、異議の申出のないとき

は、覚書の期間は更に１年延長するものとし、その後も同様とする。 

 （協議） 

第６条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議の上決

定するものとする。 

 

この覚書の成立を証するため、この覚書２通を作成し、各１通を保有するものとする。 
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平成２４年６月１日 

 

甲 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市 

姫路市長       石 見 利 勝  

       

乙 姫路市飾磨区恵美酒１４７   

横田石油株式会社 

代表取締役      横 田 昌 彦  
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船舶火災の消火等に関する業務協定書 

 

 

姫路海上保安部長（以下「甲」という。）と姫路市長（以下「乙」という。）は、

船舶火災の消火等に関する協力業務について、次のとおり協定する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、姫路市の区域内において、船舶（消防法（昭和 23 年法律第

186号）第 2条第 6項に定める舟を含む。以下同じ。）の火災が発生した場合又は

離島及び陸行手段のない沿岸部における救急救助活動を行う場合等において姫

路海上保安部（以下「海上保安部」という。）と姫路市の消防機関（以下「消防

機関」という。）が協力して業務を円滑に行うことを目的とする。 

（担任区分） 

第２条 次に掲げる船舶の消火活動は、主として消防機関が担任し、海上保安部は、

これに協力するものとする。 

(1)  ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶 

(2)  河川にけい留された船舶又は河川を航行する船舶 

 ２ 前項以外の船舶の消火活動は、主として海上保安部が担任し、消防機関はこれ

に協力するものとする。 

 （火災の調査） 

 第３条 船舶火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安

部と消防機関が協力してこれを行うものとする。  

 （連絡担当部局） 

 第４条 海上保安部と消防機関が相互に行う連絡通報の担当部局は、姫路海上保安

部警備救難課及び姫路市消防局情報指令課とする。 

 （通 報） 

 第５条 海上保安部又は消防機関は、船舶の火災を知った場合は、直ちに相互にそ

の旨を通報するものとする。 

 （事後連絡） 

 第６条 海上保安部又は消防機関が単独で船舶の火災の消火に従事したときは、速

やかにそのてん末を相互に連絡するものとする。 

 （情報等の交換） 

 第７条 法令で定めるもののほか入港船舶の危険物積載の状況、化学消火薬剤の備

蓄状況、その他消火活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料

及び情報については、相互に交換するものとする。 

 （相互連絡調整） 

 第８条 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行うため、海上

保安部及び消防機関は、次の事項につき連絡調整を行うものとする。 

(1)  情報及び資料の交換 

(2)  消火活動要領の作成 

(3)  必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその推進 

 （離島等における救急救助活動の協力） 

第９条 海上保安部は、姫路市の区域における離島及び陸行手段のない沿岸部で発
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生した救急救助活動で次に掲げるものについて消防機関からの要請があった場

合は、これに協力するものとする。 

(1) 荒天等により消防機関が行うことのできない場合の急患輸送 

(2) 消防隊員及び救助資材の海上輸送 

(3) その他救急救助活動に必要な業務 

（資機材等の調達） 

 第 10 条 海上保安部又は消防機関は、災害や事故等の発生により、活動資機材等

の調達が困難となった場合又は管理する桟橋の使用が不能となった場合、それら

の調達及び使用について相互に応援を要請することができるのものとする。 

 ２ 前項の要請を受けたものは、業務に重大な支障がある場合を除き、その要請に

協力するものとする。 

 （経費の負担） 

 第 11 条 船舶火災の消火活動及び救急救助活動等の業務に要した経費は、出動し

た機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、多額の経費を要した場合の経費

負担は、その都度甲乙両者が協議のうえ定めるものとする。 

 （災害補償責任） 

 第 12 条 この協定に基づく応援協力等の業務を遂行したことにより職員等が死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は廃疾となった場合は、当該職員等が所

属する機関がその損害を補償するものとする。 

 （協 議） 

 第 13 条 この協定に疑義のある事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙両者

協議のうえ決定するものとする。 

 （附 則） 

  この協定は、平成２７年２月５日から実施する。 

  上記の協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙各１通を 

保有する。 

  

 

 

 

平成２７年２月５日 

 

  甲  兵庫県姫路市飾磨区須加２９４－１ 

     姫 路 海 上 保 安 部 長  西 垣   強 

 

    乙  兵庫県姫路市安田四丁目１番地 

     姫 路 市 長       石 見 利 勝 

－ 195 －

�
�

�



ガス漏れ及び爆発事故等の防止対策に関する覚書 

 

 姫路市消防局（以下「甲」という。）と大阪ガス株式会社兵庫導管部（以下「乙」と

いう。）は、姫路市消防局管内におけるガス漏れ及び爆発事故等の災害（以下「ガス漏

れ事故等」という。）の発生防止と被害の軽減を図るため、情報収集体制等の基本的事

項について、次のとおり覚書を締結する。 

 （目的） 

第 1条 甲及び乙は、相互に協力し、ガス漏れ事故等の発生防止と被害の軽減を図るた

め、消防法、ガス事業法その他関係法令に定めるところによるほか、情報収集体制及

び防御活動上の初動体制並びに事故処理体制等の基本的事項を定めて、相互の連携を

保ちガス保安体制の強化を図る。 

 （防御活動上の初動体制の確保） 

第 2条 乙は、ガス漏れ事故等の迅速かつ的確な処理を図るため、受付連絡体制の充実

及び出動区分の確立を図るほか、出動要員及び資機材の整備等防御活動上の初動体制

の確保に努めるものとする。 

 （情報収集と通報体制の確保） 

第 3条 甲及び乙は、ガス漏れ事故等の発生又は発生のおそれがある事態を覚知したと

きは、直ちにその状況を調査、情報収集し、相互に通報できる体制を確保するものと

する。 

 （事故処理体制） 

第 4 条 乙は、ガス漏れ事故等の発生又は発生するおそれがある事態を覚知したとき、

ガス漏れ事故等の現場（以下「災害現場等」という。）に到着したときは、速やかに

甲に連絡し、事故処理に当たり緊密な連携を保たなければならない。 

２ 乙は、災害現場等を検知したときは、災害防止のため必要な措置を講じるとともに、

講じた措置及び災害現場等の状況を逐次甲に連絡しなければならない。 

（ガスの供給遮断） 

  第 5条 ガス供給遮断については、乙の責任において乙が行うものとする。 

   ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、甲が乙に代わってガスの供給遮断 

  を行うことができるものとし、甲がガスの供給遮断を行ったときは、直ちにその旨を 

乙に連絡するものとする。 

（地下街等のガス供給遮断） 

   第 6 条 前条ただし書の規定にかかわらず、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）

第 21条の 2第 1項に定めるガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない対象物

（以下「地下街等」という。）におけるガスの供給遮断については、甲が乙に先行し

て災害現場等に到着し、広範囲にわたり多量のガス漏れがあり、緊急やむを得ないと

認められる場合のみ、甲が乙に代わってガスの供給遮断を行うことができるものとす

る。 
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 甲がガスの供給遮断を行った場合は、直ちにその旨を乙に連絡するものとする。 

    （ガスの供給再開） 

   第 7 条 遮断後のガスの供給再開は、二次災害の発生防止を図るため、甲に連絡のうえ

乙が行うものとする。 

    （操作用具等の提供） 

   第 8 条 乙は、甲が行うガスの供給遮断に必要な操作用具、操作マニュアル及び遮断弁

の設置位置図等を甲に提供するものとする。 

    （資料の提供） 

   第 9 条 乙は、ガス事業法（昭和 29年法律第 51 号）第 30条の保安規程その他の資料

で消防活動上必要なものをあらかじめ甲に提供するものとする。 

    （地下街等の定期点検等の実施） 

   第 10 条 乙は、地下街等の定期点検の実施に当たっては、甲に事前に点検計画を連絡

するとともに、甲が行う火災予防査察等に協力するものとする。 

    （訓練の実施） 

   第 11 条 乙は、甲が行う地下街等におけるガス漏れ事故に係る訓練に参加協力するも

のとする。 

    （連絡会議の開催） 

   第 12 条 甲及び乙は、ガス漏れ事故等の発生防止及び被害の軽減等について情報を交

換するほか、必要な事項を協議するため適宜連絡会議を開催するものとする。 

    （協議） 

第13条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲及 

び乙が協議のうえ決定するものとする。 

    （覚書の保管） 

   第 14条 この覚書の成立を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ、各

１通を保管するものとする。 

（効力） 

   第 15条 この覚書は、平成２７年３月９日から効力を有するものとする。 

 

 平成２７年３月９日 

  甲 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市 

   消防長  中 川 勝 正 

 

 乙 神戸市中央区港島中町四丁目５番３号 

大阪ガス株式会社 導管事業部 

兵庫導管部長   石 井 義 章 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 

 

 姫路市（以下「甲」という。）と一般社団法人ジャパンケネルクラブ（以下「乙」とい
う。）は、姫路市内において地震災害等が発生した場合に、被災者の捜索活動（以下「捜
索活動」という。）を円滑に実施するため、災害救助犬の出動に関し、次のとおり協定を
締結する。 

 

 

 （出動要請） 

第１条 甲は、捜索活動のために必要があると認めるときは、乙に対して、出動要請書（様
式第１号）により災害救助犬の出動を要請するものとする。ただし、出動要請書をもっ
て要請するいとまがないときは、電話等により要請し、その後、速やかに出動要請書を
提出するものとする。 

２ 甲は、乙との連絡が困難な場合は、乙に属する公認災害救助犬育成訓練所所長等に対
して直接要請が出来るものとする。この場合において、甲が乙への連絡が可能となった
ときは、速やかに乙にその旨を連絡するものとする。 

 

 （出動） 

第２条 乙は、前条の規定により出動要請を受けたときは、特別の理由がない限り、速や
かに災害救助犬を出動させるものとする。 

２ 乙は、出動体制が整ったときは、速やかに出動体制報告書（様式第２号）により甲に
連絡するものとする。この場合において、災害救助犬の出動頭数は、災害の種別及び規
模等を考慮し、甲乙協議の上決定するものとする。 

 

 （捜索活動の実施等） 

第３条 乙に属する災害救助犬チーム構成員（以下「構成員」という。）は、出動した災
害の現場においては、第１条の規定による出動の要請時に甲が連絡する現場指揮者の指
示に従い捜索活動を実施するものとする。 

２ この協定に基づく捜索活動は、現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき又は乙の都
合により捜索活動の続行が不可能になったときに終了するものとする。 

 

（捜索活動状況の報告） 

第４条 乙は、捜索活動を終了したときは、甲に対して、活動報告書（様式第３号）によ
り報告するものとする。ただし、活動報告書をもって報告するいとまがないときは、電
話等で報告し、その後、速やかに活動報告書を提出するものとする。 

  

 （費用の負担） 

第５条 第２条第１項の規定による出動に関する経費は、甲の負担とする。 
２ 乙は、前条の規定により活動報告書を提出した後、甲に対して当該捜索活動に係る費
用の実費を請求するものとする。 

 
 （費用の支払） 
第６条 甲は、乙から前条第２項の規定により請求があったときは、捜索活動の内容等を
精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

 

 （損害補償） 

第７条 この協定に基づく捜索活動に伴って構成員及び災害救助犬に生じた損害の補償
（第三者に対する損害を含む。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
に定めるところとする。 

 ⑴ 甲が負担するもの 甲は、この協定に基づく捜索活動に従事した乙の構成員が、当
   該捜索活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は捜
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  索活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態と
  なった場合は、姫路市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年姫路市条例第３０号）
  の規定に準じてその損害を補償する。 
 ⑵ 乙が負担するもの 乙は、次に掲げる場合にその損害を補償する 

  ア 乙の構成員が出動時の往復途上における交通事故等により、自ら損害を被り、又
は第三者に損害を与えた場合 

イ 災害救助犬が出動時の往復途上又は捜索活動中に、自ら損害を被り、又は第三者に
損害を与えた場合 

２ 乙は、前項の規定により甲が損害補償を負担すべき事案が発生したときは、速やかに
甲に連絡するとともに、甲の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。 

 

 （平常時の活動） 

第８条 乙は、この協定による捜索活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に
努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、相互に捜索活動における連携活動のあり方を研究するとともに、前項の訓
練を通じて、円滑な捜索活動が実施できるよう努めるものとする。 

 

 （情報等連絡体制の整備） 

第９条 甲及び乙は、緊急時の連絡等必要な事項を互いに確認し、変更があった場合はその
内容を速やかに相手方に通知するものとする。 

 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。た
だし、期間終了の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意
思表示をしないときは、期間満了の日の翌日から更に１年間更新されるものとし、その
後も同様とする。 

 

 （協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙
双方が協議して定める。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を
所持する。 

 

 

   令和４年（２０２２年）１月１７日 

 

 

 

                  甲 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市 

姫路市長 清元 秀泰 

 

                  乙 東京都千代田区神田須田町１丁目５番地 

                    一般社団法人 ジャパンケネルクラブ 

                                            理事長 別所 訓 
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資料２－２－11 

災害時における消防用水、生活用水等の供給の協力に関する協定書 

 

姫路市（以下「甲」という。）と大阪広域生コンクリート協同組合（以下「乙」という。）

は、次のとおり災害時における消防用水、飲料水以外の生活用水等の供給の協力に関する協

定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、姫路市及びその周辺で、地震、風水害、火災等の大規模災害（以下「災

害」という。）が発生した場合において、甲が乙に対し、消防用水、飲料水以外の生活用

水等の供給の協力を要請するときに必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請等） 

第２条 甲は、災害が発生し、緊急に応急の処置をとる必要が生じたときは、乙に対し、消

防用水、飲料水以外の生活用水等の供給その他必要な業務（以下「要請業務」という。）

の協力を支援協力要請書（様式第１号）について要請することができる。ただし、文書

をもって要請する暇がないときは口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するもの

とする。 

 （協力） 

第３条 乙は、前条に規定する要請があったときは、特別な理由がない限り、優先的かつ

速やかに要請業務を実施するものとする。 

 （業務報告） 

第４条 乙は、前条の規定により要請業務を実施したときは、甲に対し、速やかに実施報

告書（様式第２号）により、報告するものとする。  

（費用の負担） 

第５条  乙が要請業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、乙による要請業務の終了後、災害発生直前の適正価格に基づき、甲乙

協議の上、定めるものとする。 

 （損害の負担）  

第６条 要請業務により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、その処理及び解決に当たる

ものとする。 

 （車両優先通行の確保） 

第７条 甲は、災害時において乙が消防用水、飲料水以外の生活用水等を供給する車両を

優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

（平常時の活動） 

第８条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換や甲

が行う防災訓練への参加等に努め、緊急時に備えるものとする。 
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（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、第２条の規定による要請業務の支援の要請に関する事項の伝達及び

これに関する連絡を円滑に行うため連絡責任者を定め、通知するものとする。また、連絡

責任者を変更したときも同様とする。 

（解除） 

第１０条 甲又は乙は、必要があると認めるときは、この協定を解除することができる。こ

の場合において、解除する日の１か月前までに書面により相手方に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次に掲げる者に該当するときは、この協定を解

除することができる。 

 ⑴ 暴力団（姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第２条第１号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（姫路市暴力団排除条例第２条第２

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員が役員（法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）において、業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人等に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

をいう。以下同じ。）として経営に関与している者（実質的に関与している場合を含

む。） 

⑶ 暴力団員を相当の責任の地位にある者（役員以外で業務に関し監督する責任を有す

る使用人をいう。以下同じ。）として使用し、又は代理人として選任している者 

⑷ 次に掲げる行為をした者を、役員等（法人等にあっては役員その他経営に実質的に

関与している者又は相当の責任の地位にある者をいい、個人にあってはその者又は経

営に実質的に関与している者若しくは相当の責任の地位にある者をいう。以下同じ。）

としている者 

ア 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団若し

くは暴力団員の威力を利用する行為 

イ 暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を

有していると認められる行為 

（協議） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を

行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議

して、定めるものとする。  

（協定の期間） 

第１２条 この協定の期間（以下「協定期間」という。）は、この協定を締結した日から１
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年間とする。ただし、協定期間満了の日の１月前までに、甲又は乙からも相手方に対し

何らの申出もないときは、協定期間は期間満了の日の翌日から更に１年間延長するもの

とし、以後においても同様とする。  

 

本協定の証として、本書２通を作成し、甲乙が署名の上、それぞれ各１通を保有するも

のとする。 

 

令和４年（2022年）９月２９日  

 

 

 

 

甲 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市  

 

 

姫 路 市 長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

乙 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番７号  

新瓦町ビル５階 

大阪広域生コンクリート協同組合 

 

 

                   理   事   長 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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